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   農林水産部長 佐藤章、土木建築部長 島津惠造 ほか関係者 

 
６ 会議に付した事件の件名 

   別紙次第のとおり 
 
７ 会議の概要及び結果 

（１）第１号議案令和４年度大分県一般会計予算、第７号議案令和４年度大分県林業・木材産   
業改善資金特別会計予算、第８号議案令和４年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計予算、 
第９号議案令和４年度大分県県営林事業特別会計予算、第１０号議案令和４年度大分県臨 
海工業地帯建設事業特別会計予算及び第１１号議案令和４年度大分県港湾施設整備事業特 
別会計予算について審査を行った。 

 

８ その他必要な事項 

   な し 
 
９ 担当書記 

   議事課委員会班  主任       飛鷹真典 
議事課委員会班  課長補佐（総括） 冨高徳己 
議事課議事調整班 主任       井上友香 



予算特別委員会次第 

 

日 時：令和４年３月１５日（火）１０：００～ 

場 所：本会議場               

  

  

１ 開  会 

 

 

２ 歳出予算審査 

（１）土木建築部関係 

①予算説明    

②質疑・応答 

（２）農林水産部関係 

   ①予算説明 

   ②質疑・応答 

 

 

３ 閉  会 

 



- 1 - 

別 紙 

会議の概要及び結果 

大友副委員長 ただいまから、本日の委員会を

開きます。 

 それではこの際、付託された予算議案を一括

議題とし、これより土木建築部関係予算の審査

に入ります。 

 執行部に申し上げます。説明は主要な事業及

び新規事業に限り、簡潔明瞭にお願いします。 

それでは、土木建築部関係予算について説明

を求めます。 

島津土木建築部長 それでは、第１号議案令和

４年度大分県一般会計予算のうち、土木建築部

関係予算について御説明します。 

 お手元の令和４年度土木建築部予算概要の１

ページをお開きください。 

  左側のローマ数字Ⅰの予算のポイントを御覧

ください。令和４年度の県政推進指針を踏まえ

て土木建築部の主な取組をまとめています。 

 まず、１点目の強靱な県土づくりと危機管理

体制の充実です。令和２年７月豪雨をはじめと

する近年のたび重なる豪雨や台風被害を踏まえ、

自然災害の頻発・激甚化に対応する抜本的かつ

総合的な治水対策を推進するとともに、南海ト

ラフ地震に備えた地震・津波対策など、国の防

災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対

策を活用しながら、県土のさらなる強靱化を推

進していきます。 

 ２点目は「まち・ひと・しごと」を支える交

通ネットワークの充実です。九州の東の玄関口

として、人・物の流れの拠点づくりなどを進め

るため、港湾や中九州横断道路、中津日田道路

などの高規格道路並びにインターチェンジへの

アクセス道路など交通ネットワークの整備を推

進していきます。また、通学路合同点検を踏ま

えた、安全・安心な通学路の整備を進めます。 

 次のページをお開きください。ローマ数字Ⅱ

の事業体系です。土木建築部が取り組む、主な

事業を掲げています。詳細については、後ほど

御説明します。 

 続いて３ページをお開きください。 

 土木建築部の一般会計の予算案ですが（１）

一般会計の表の左から２番目予算額（Ａ）の列

で、上から４番目の土木建築部の計にあるよう

に、部の予算総額は９６５億５，３７４万２千

円です。 

 右から３番目令和３年度当初予算額（Ｂ）の

列で、同じく上から４番目土木建築部の計にあ

る９７９億９，７２２万７千円と比較すると、

その一つ右の欄ですが１４億４，３４８万５千

円の減額、率にして１．５％の減となっていま

す。 

 これは、過年度に発生した災害復旧事業及び

災害関連事業の完了に伴う減額が主な理由です。 

 同じく３ページ下の表には、県予算額に占め

る土木建築部の予算額の構成比を記載していま

す。下から２番目、４年度当初予算額の計の欄

にあるとおり、県予算額に占める土木建築部の

構成比は１３．５％です。 

 それでは土木建築部の主な事業について、重

点事業及び新規事業を中心に御説明します。 

 まず、１１ページをお開きください。 

 一番上の建設産業ＤＸ推進事業費ですが、予

算額は２，６７９万８千円です。本事業は、建

設産業の生産性向上を図るため、ＩＣＴ施工に

取り組む建設業者に対し支援するほか、県発注

工事においてカメラ映像を利用した遠隔臨場等

に取り組むものです。具体的には、ＩＣＴ建機

導入に係る経費について、補助率２分の１、１

００万円を上限に補助するなど、ＩＣＴ活用の

普及促進を図ります。 

 次に、１４ページをお開きください。 

 建設産業女性活躍推進事業費ですが、予算額

は２，７９１万９千円です。本事業は、建設産

業における女性の活躍を推進するため、経営者

向けのトップセミナーを開催するほか、ドロー

ンによる測量や積算・コスト管理、情報発信力

などを習得するスキルアップセミナー等を開催

するものです。建設産業において、女性が輝け

る職場づくりを推進することで、誰もが働きや
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すい職場をつくり、人材不足の解消を引き続き

図っていきます。 

 次に、２０ページをお開きください。 

 上から２番目の公共の道路改良事業費ですが、

予算額は１５３億６，０９９万９千円です。本

事業は、県土の発展を支える中津日田道路など

の高規格道路を整備するとともに、国県道の線

形不良、幅員狭小箇所などの改良を行うもので

す。令和４年度については、補助事業では日田

山国道路など６か所において、交付金事業では

国道２１７号戸穴バイパスや県道三重新殿線牟

礼前田工区など６６か所において、着実に道路

整備を進めていきます。 

 次に、２５ページをお開きください。 

 上から２番目の公共の交通安全事業費ですが、

予算額は２７億２，８０４万４千円です。本事

業は、児童生徒や高齢者等が安心して歩行でき

る道路空間を整備するため、歩道の設置や路肩

の拡幅等を行うとともに、災害に強い道路機能

を確保するため、 無電柱化を実施するものです。 

 今年度は千葉県八街市の事故を受け、学校関

係者と警察、道路管理者による通学路合同点検

を１か月前倒して、その対策についても防護柵

設置や路肩部の歩行者空間をカラー舗装で明示

する暫定対策などに取り組んでいます。 

 令和４年度は、万田四日市線永添２工区など

３１か所において、通学路合同点検結果等を踏

まえた歩道の整備や、自転車歩行者道の整備を

重点的に進めます。 

 次に、２６ページをお開きください。 

 一番上の公共の道路施設補修事業費ですが、

予算額は７１億８，３３２万１千円です。本事

業は利用者の安全を確保するため、定期点検の

結果、早期対策が必要とされた橋梁、トンネル

等の補修対策を行うとともに、緊急輸送道路上

にある橋梁の耐震化を計画的に実施するもので

す。 

 次に、３２ページをお開きください。 

 下から３番目の洪水時河川情報提供事業費で

すが、予算額は７，５６０万３千円です。本事

業は、河川水位上昇時の住民の早期避難を促す

ため、水防警報発令システムを導入し警報発令

を迅速化するとともに、防災局の災害対応支援

システムと連携することで、市町村の避難情報

発令を支援するものです。 

 続いて、その下の河川情報整備支援事業費で

すが、 予算額は１，８５０万円です。本事業は、

河川水位上昇時の住民の的確・確実な避難行動

を支援するため、県管理河川に監視カメラ等を

設置する市町に対し助成するものです。具体的

には、過去に氾濫のおそれがあった地域などを

対象に、補助率２分の１とし、監視カメラ等設

置については１か所当たり５０万円を上限に、

サーバー設置については１市町当たり１００万

円を上限に補助します。 

 次に、３４ページをお開きください。 

 上から２番目の河川海岸改良事業費ですが、

予算額は９億２，５００万円です。本事業は、

県管理河川の治水能力を確保するため、護岸等

の局部的な改修や維持・修繕工事を実施するも

のです。令和４年度からは、想定を上回る豪雨

等に備え、堤防の決壊リスクを低減させる天端

の舗装など、堤防の補強対策も推進していきま

す。 

 次に、同じページの上から４番目の公共の広

域河川改修事業費ですが、予算額は４６億６，

１０８万１千円です。 本事業は、県管理河川に

おいて災害から県民の生命、財産を守るととも

に、良好な河川空間を整備するため、河川改修

を行うものです。令和４年度については、令和

２年７月豪雨により被災した日田市天ヶ瀬温泉

の玖珠川において、設計や泉源調査等を実施す

るとともに、九重町の野上川においては、ＪＲ

橋の架け替えに伴う橋梁設計を進めます。その

ほか、中津市の山国川などにおいて、河道の拡

幅や堤防のかさ上げなどを実施し、治水機能の

強化を図ります。 

 次に、４４ページをお開きください。 

 一番下の港湾施設点検ドローン活用推進事業

費ですが予算額は７００万円です。本事業は、

港湾施設の点検を迅速化・効率化するため、目

視による点検に時間と労力を要する沖防波堤等

において、ドローンによるクラック等の撮影画

像をＡＩで解析する実証実験を行うものです。 
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 次に、４６ページをお開きください。 

 上から３番目の公共の重要港湾改修事業費で

すが、予算額は８億４，９６１万６千円です。 

本事業は、人の流れ・物の流れを活性化させ、

本県経済の発展を促進するため、大分港ほか３

港の重要港湾において、岸壁等の整備を実施す

るものです。令和４年度については、大分港大

在西地区のＲＯＲＯ船ターミナル整備の一環と

して、臨港道路における橋梁整備などを実施し

ます。 

 次に、５２ページをお開きください。 

 上から３番目の公共の通常砂防事業費ですが、

予算額は６億６，９５６万８千円です。本事業

は、頻発する土砂災害から住民の生命や財産を

保全するため、土石流等のおそれのある花合野

川など６６渓流において、砂防堰堤などの整備

を実施するものです。 

 次に、５３ページをお開きください。 

 一番上の公共の急傾斜地崩壊対策事業費です

が、予算額は１８億２，９８２万７千円です。

本事業は、豪雨によるがけ崩れ等から住民の生

命を保護するため、臼杵市の双葉南地区など１

０８地区において、急傾斜地の擁壁工や法面対

策工を実施するものです。なお、これらの砂防

事業については、国の５か年加速化対策も活用

しながら、土砂災害危険箇所における砂防施設

の整備をさらに加速させていきます。 

  次に、６１ページをお開きください。 

 上から４番目の公共の街路改良事業費ですが、

予算額は２６億８，７９４万１千円です。本事

業は、都市内の慢性的な交通渋滞の改善や、安

全な歩行空間等を確保するため、庄の原佐野線

など都市計画道路６路線の整備を行うものです。

令和４年度については、庄の原佐野線下郡工区

の橋梁下部工事に着手するなど、整備を着実に

進めていきます。 

 次に、６６ページをお開きください。 

 一番下の公共の県営都市公園長寿命化等対策

事業費ですが、予算額は２億４，５７５万円で

す。本事業は、県営都市公園の老朽化に伴い、

施設の安全性確保や延命化を図るため、公園施

設長寿命化計画に基づき施設の更新などを行う

ものです。加えて、令和４年度からは、コロナ

禍における広場や屋外施設利用者の増加に対応

するため、高尾山自然公園などにおいて、周辺

園路整備等により、快適なオープン空間を提供

するとともに、誰もが利用しやすい施設の整備

等を実施します。 

 次に、６７ページをお開きください。 

 一番上の生活排水処理施設整備推進事業費で

すが、予算額は４億６，０８４万円です。本事

業は、きれいな水環境を創造し、次の世代に引

き継ぐため、生活排水処理施設の整備等を実施

する市町に対し助成するほか、県内生活排水処

理事業の現状分析や課題整理を行い、広域化等

について検討するものです。 令和４年度からは、

汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換に対

する補助として、設置費に加え、新たに撤去費

及び宅内配管工事費を対象とします。 

 次に、７３ページをお開きください。 

 一番下の建築物グリーン化促進事業費ですが、

予算額は８２２万８千円です。本事業は、グリ

ーン社会の実現に向け、省エネ建築物の普及促

進を図るため、建築関係団体等と連携し、ネッ

トワーク体制の構築などを行うとともに、県内

技術者への研修による啓発や、事例集の作成・

フォーラム開催等により県民の意識醸成を行う

ものです。 

 以上が一般会計の予算の概要です。 

 引き続き、特別会計について御説明します。 

 ７８ページをお開きください。 

 土木建築部が所管、関係する特別会計をまと

めています。 

 まず、上から２番目、第１０号議案臨海工業

地帯建設事業特別会計ですが、予算額は１３億

８，４０５万２千円です。これは、大分港６号

地Ｃ－２地区の造成に要した起債の元利償還な

どに要する経費です。 

 次にその下、第１１号議案港湾施設整備事業

特別会計ですが、予算額は４８億５，５０５万

７千円です。これは、物流機能を充実させ本県

の産業振興を図るため、大分港大在西地区など

の埠頭用地の造成や、大分港大在コンテナター

ミナルをはじめとした港湾施設の管理運営、上
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屋など施設の維持修繕及び起債の元利償還など

に要する経費であり、引き続き、本年度から着

手しているガントリークレーンの更新事業も進

めます。 

 以上が特別会計の予算の概要です。 

 土木建築部の予算説明は以上です。 これらの

事業の実施にあたっては、さきの国補正予算で

措置された防災・減災、国土強靱化のための５

か年加速化対策なども活用し、令和２年７月豪

雨災害からの早期復旧・復興をはじめとした強

靱な県土づくりに向けて、全力で取り組んでい

きます。 

大友副委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。 

 答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、マイクを使用し、簡潔明瞭に答弁

願います。 

 事前の通告者が８名います。 

 それでは、順次指名します。 

堤委員 まず、１１ページの建設産業ＤＸの関

係です。 

 建設業は下請などの重層構造になっています

けれども、元請だけ、大きな会社だけＩＣＴ機

器を導入しても下請等の事業者が使用できなけ

れば何もならないと思います。下請等への研修

の進捗、 またどういう形でするのかを聞きます。 

 二つ目は、昨年７月の熱海の土石流の事故を

受けて、盛土による災害防止等の法律の改正が

今検討されているけれども、どのような内容に

なる見込みなのか、また、悪質な造成事業者に

対して具体的な対応がこの法律によってできる

のかを都市・ まちづくり推進課にお聞きします。 

 三つ目は、公営住宅の関係で、公営住宅の入

居者の高齢化が今深刻となっていて、以前も指

摘をしたけれども、高層階については６５歳以

下の単身世帯でも入居できるような改正が今必

要ではないか。また、近隣入居者とのトラブル

も多くなっているけれども、なかなか本人が交

渉できない状況があります。迷惑行為をする入

居者に対して、公営住宅室はかなり頑張ってい

ますが、事前に把握した上で、厳しく対処する

必要があると思いますがどうでしょうか。 

 最後に７１ページ、子育て・高齢者世帯住環

境整備事業です。この制度は平成２８年度では

９６件ありました。今年１月末では１６９件と

なっているけれども、リフォームでも子育てや

高齢者と限定したら、なかなか使い勝手が悪い

し、進んでいないのが実態だと思います。コロ

ナ禍で景気後退のときだからこそ、一般的な住

宅リフォーム助成制度が必要じゃないかと考え

ますが、最近のリフォーム情勢についての検討

したのかも含めてお伺いをします。 

三村建設政策課長 建設産業ＤＸ推進事業につ

いてお答えします。 

 実は、今部長が説明した予算概要書では、予

算編成上のルールで土木建築企画課の中に入っ

ていますが、事業をやっているのは建設政策課

なので私からお答えします。 

 まずは本事業の補助対象ですが、大分県内に

主たる営業所を有し、建設業許可及び県の入札

参加資格を持つ全ての建設業者が対象となりま

す。また、昨年度からＩＣＴ建設機械の普及の

ため、全ての建設業者と発注者である県の担当

者を対象とした研修を合計２１回開催し、計７

８１人の参加をいただいきました。そのうち建

設業者は４５２人の参加でした。今後はさらに

裾野を広げるため、この補助金を活用してＩＣ

Ｔ建設機械を購入した業者には現場見学会等の

開催、また普及活動に協力をしてもらうことと

しています。今後も業界の意見を聞きながら、

ＩＣＴ活用の普及拡大に努めていきます。 

亀山都市・まちづくり推進課長 盛土を規制す

る法律の改正内容についてです。 

 まず、どのような内容になる見込みかです。

この法案は３月頭に閣議決定され、政省令とか

の細かいところは、当然まだ出ていないので、

今こちらで分かっていることを御説明します。

熱海の崩壊による盛土の規制に対して全国一律

で包括的に規制することが目的となっている法

案で、既存の宅地造成と規制法の改正という形

で議論がされています。 具体的な内容としては、

既存の宅地のみならず、農地や森林などに対し

てもその用途にかかわらず、盛土等による人家
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に被害を及ぼし得る区域を新たに規制区域とし

て指定して、盛土を許可の対象とすることが１

点。 

 そして、明確に盛土等が行われた土地の所有

者に対して、常時安全な状態に維持する責務が

あることを明確化しています。 

 次に、許可行為等が生じますが、無許可行為

や命令違反などに対しては従来よりも非常に厳

しい罰則になっています。 

 その次に、造成業者に対しての御質問があり

ましたが、改正法案では、さきほども説明した

ように、一義的には土地所有者の責務が明確化

されていますが、仮に無許可であった場合には

施工停止命令や災害防止措置命令が可能になっ

ていますし、現所有者に責任がない状態であれ

ば、過去の施工業者、過去の土地所有者など原

因をつくった者に対しても命令を出すことが可

能となっています。 

 いずれにしても、検査等も十分して、適切な

対応をする法案になっています。 

釘宮公営住宅室長 公営住宅に関して２点御質

問がありました。 

 まず高層階について、若年者の単身世帯の入

居ついて制度の改正が必要じゃないかというこ

とですが、現在、県営住宅では過疎地域の住宅

へ入居する場合や非過疎地域の住宅に高齢者や

障がいのある方などが入居する場合など例外を

除き、大分市や別府市などの非過疎地域では６

０歳未満の単身者は入居できません。 

 ただ一方で、エレベーターのない住宅の中層

階、いわゆる３階から５階程度の中層階では、

空き家が目立つようになっていることも承知し

ています。また、昨今のコロナ禍においては、

６０歳未満の単身者に対する居住支援、これも

また必要なことだと認識しています。 

 こうした状況を踏まえて、高齢者や子育て世

帯などの入居の機会を妨げることがないように

配慮しつつ、６０歳未満の単身者に対して中層

階の空き家を活用した県営住宅の提供ができる

よう、現在、施行規則の一部改正手続を進めて

います。 これは本年４月１日からの施行予定で

す。 

 それからもう一点、迷惑行為をする入居者へ

の指導についてです。大分県県営住宅等の設置

及び管理に関する条例第２４条において、入居

者は周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼ

す行為をしてはならないと迷惑行為の禁止を規

定しています。このことは入居者の皆様に周知

し、ルールを守るようお願いしています。 

 迷惑行為に関する入居者の皆様からの御相談、

これは通常、住宅供給公社に寄せられており、

公社では関係者からの事情聴取や事実確認など

を丁寧に行った上で、 問題解決を図っています。 

また、迷惑行為の程度や影響の大きさなどによ

っては、必要に応じて県も住宅供給公社と連携

しながら、当該入居者に対し注意や指導を適切

に行っています。 

 なお、ケースによっては警察へ相談すること

もあります。また、周知や指導をした後も受任

限度を超えると認められるような迷惑行為が止

まらないときには、明渡し請求を行うこともあ

ります。場合によっては訴訟提起の上、強制執

行することもあり得るものです。 

中園建築住宅課長 子育て・高齢者世帯住環境

整備事業についてお答えします。 

 本事業については、県の重要施策である子育

て満足度日本一や健康寿命日本一の実現に向け

た施策の一環として、明確な目的を持ち、大分

県住環境基本計画にも盛り込みながら取り組ん

でいます。また、コロナ禍でテレワークに対応

した改修工事を追加するなど、県民ニーズを踏

まえながら事業の拡充等を図っており、実績も

年々増加傾向にあります。 

 今後も県民ニーズの把握に努めながら、積極

的な広報や説明会等の実施による周知徹底を図

り、住宅リフォーム支援を推進していきます。 

堤委員 都市・まちづくり推進課の件は、これ

は具体的にはまだ不明なところもあるんだけれ

ども、さきほどの所有者に責任がない場合とい

う話が出ていましたが、どういうところに責任

の所在があるのかを規定するのは、これは非常

に難しいと思うんです。その辺は今、国の論議

の中でどのように議論されているかが分かれば

教えてください。 
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 それと、公営住宅は６５歳と言ったけど、６

０歳未満ですね。６０歳未満の単身者について

は、４月１日から大分県内の県営住宅について

は、入居は可能ということでいいんですね。最

後それだけ確認しておきます。 

 それと、建築住宅課の住宅リフォーム、これ

は健康とか子育て日本一、これは分かります。

政策的な目的だうんぬんはね。ただ、やはり百

数十件という申請と、実際に工事をされている

全体的な数から見ると、非常に少ないわけです

ね。やはりそこは中小企業の仕事おこしと現地

の木材の使用とか、正にこれこそ政策的な目的

にかなった一般的な住宅リフォーム助成制度と

思うんですね。それは具体的に検討していくべ

きだと思うんですよ。課内でも、また部内でも

ね。その辺、今後それも含めた検討していくの

かを再度これは確認しておきたいと思います。 

亀山都市・まちづくり推進課長 施工業者また

は所有者との責任の分担ですけれども、これは

委員が御指摘のとおり、非常に難しい話です。

それと、さきほども申しましたように、これか

ら政省令等も出てきますので、その中でまた議

論があるかなと思います。今の段階ははっきり

申し上げることはできません。申し訳ありませ

ん。 

釘宮公営住宅室長 県営住宅に関して、６０歳

未満の単身世帯の入居、４月１日から県下全て

の住宅で入居できるのかという御質問ですが、

これについては、 さきほども申し上げたとおり、

高齢者だとか子育て世帯などのこれまで入居で

きていた世帯の入居機会を妨げないように配慮

した上で取り組んでいきたいと考えています。 

 なので、詳細な取扱いについてはこれから詰

めていきますけれども、例えば、現在、一旦募

集をして応募がなかったとか、そういう状況を

踏まえた上で、該当する住戸については単身者

についても広げていく形で、状況を見極めなが

ら取り組んでいきたいと考えています。 

中園建築住宅課長 実績が少ないという御指摘

ですけれども、本制度では施工者を県内企業に

限定しており、地域に一定の経済効果があり、

現状でも中小企業の活性化につながっていると

考えています。 

 今後も進行する少子高齢化社会への対応に重

点を置いた住宅政策の視点から、明確な目的を

持ってリフォーム支援に努めていくこととして

おり、一般的なリフォームの導入については考

えていません。 

堤委員 考えていないと突き放すことはないじ

ゃない。これは部長に確認したいんだけど、住

宅リフォーム助成制度の産業連関について、さ

きほど若干、今の制度でも経済効果があったと

言っていたけれども、具体的に経済効果のこと

で言えば、直接の効果は補助率が１０分の１の

場合、つまり１割補助の場合では、１０倍の経

済効果がある。これは実施しているところを見

れば分かるんだけれども、二次誘発効果を考え

れば、１７倍の経済効果があるんですね。地域

産の木材を使う、また地域の中小業者を使う、

１７倍以上のいろんな２次的、３次的波及効果

が出てくるわけですよ。 

これは今の制度に比べて数十倍の効果、これ

について検討しないのは、コロナ禍の疲弊して

いる中でちょっとどうなのかなと。その辺、再

度、部長の答弁お願いします。 

島津土木建築部長 さきほど担当課長から答弁

申し上げたとおりですけれども、一般の住宅へ

のリフォーム助成の拡大については、他県状況

もよく見ながらと考えていまして、九州各県を

今現在見ても、導入がなかなか進んでいないと

ころもあります。 

 過去、ある県では導入した経過があるようで

すが、なかなかうまくいかずに、今現在は事業

自体を廃止しているようなので、そうした動向

もしっかりと見極めながら、今後のありように

ついては考えていきたいと思っていますし、基

本的にはさきほど建築住宅課長が答弁させてい

ただいた考え方です。 

木田委員 私も、予算概要書１１ページの建設

産業ＤＸ推進事業費についてお尋ねします。 

 まず、ＩＣＴ建機の導入支援に要する経費、

どのような機能を有する建機の導入、どのくら

いの台数を見込んでいるとか、教えていただき

たいと思います。テレビでも一度見たことがあ
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りますが、何か設計勾配を入れたら、自動でそ

の勾配に合わせて土羽を切ってくれるとか、そ

ういったもの、ほかにもどんなものがあるか教

えていただきたいと思います。 

その効果ですね。作業員の労務費が軽減でき

るとか、工期がかなり短縮できるとか、どの程

度の効果が見込めるのかお示しいただきたいと

思います。 

 もう一つが、遠隔臨場の推進に要する経費で

すが、施工箇所数、年間どのくらいを見込んで

いるのか、そしてあわせてその効果ですね。安

全性が確保できる手法だとか、工費の軽減が図

れるとか、その辺の効果についても教えていた

だきたいと思います。お願いします。 

三村建設政策課長 ＩＣＴ建機の導入支援に要

する経費２，１００万８千円ですが、そのまず

内訳ですが、そのうち２千万円はＩＣＴ建設機

械を建設業者が購入する際の経費の一部を助成

するものです。少しＩＣＴ建設機械について丁

寧に御説明したいと思います。 

 ＩＣＴ建設機械で、一般的なものは今、二つ

あり、ＭＣいわゆるマシンコントロールという

ものと、ＭＧマシンガイダンスがあります。二

つとも事前に３次元の設計データを登録してい

ます。二つとも運転席に画面があるような感じ

です。 

 まずはマシンコントロールを御説明します。

重機を動かし、設計のところに来ると自動でス

トップしてその次の作業に誘導するような動作

をしてくれます。初心者でもベテランのような

運転手になれる非常に自動化が進んだもの、こ

れがマシンコントロールです。 

 もう一つは、マシンガイダンス、イメージは

車を運転するときにバックモニターを使うと思

いますが、そのモニターのような感じで、ここ

まで掘りなさいといったように運転席の画面に

カーソルが出てきます。それを見ながら作業が

でき、 さすがにブレーキはかからないのですが、

降りてその出来高を確認する必要がなくなりま

す。こういった機能を備えたものがＩＣＴ建設

機械です。 

 今回の補助ですが、県内の建設業者を対象に

補助率２分の１、補助限度額１００万円として

います。仮に全てが上限額で申請された場合は

２０社に対する補助となります。 

残りの１００万８千円ですが、ＩＣＴ建設機

械を使用する方のためのアドバイザーを派遣す

る費用などです。その効果についてですが、重

機の運転手の作業時間が短縮されます。 

そのほか、作業前の準備が大幅に省略できた

り、補助作業員が不要になるなど、作業時間が

約３割縮減できると聞いています。 

 続いて、遠隔臨場についてです。まず、遠隔

臨場ですが、これは土木事務所の職員が土木事

務所にいて、業者は貸し出した機械で現地を撮

影します。その撮影した映像が事務所に送られ

その映像を見て担当職員は鉄筋の間隔などの段

階確認をするなど、土木事務所にいながら現場

監督ができると、これが遠隔臨場です。今回の

４２９万円は、遠隔臨場に必要な機器の購入費

用としています。現在、各土木事務所には既に

２台ほど業者への貸出用の機器を用意していま

す。例えば朝一番、８時半で現場監督ができる

とか急な現場確認も可能であり、土木事務所の

職員においても現場への移動が不要になります。

また加えて、接することがないので新型コロナ

ウイルス感染予防にも有効であり、実は極めて

好評なので、この貸出用機器を事務所の各班に

１台ずつ行き渡るように合計３３台を購入しよ

うと思っています。 

木田委員 詳しい御説明ありがとうございまし

た。ＤＸが現場を物すごく良くしていただける

ようなお話で素晴らしく、良かったです。 

 ＩＣＴ建機の導入、業者単位で上限１００万

円という話、１台当たりではなくてですね。か

なり工期の短縮も図れるようですし２０社程度

になりますが、まだまだ広げるためにはこの額

をもっと今後増やしていく検討も必要だと思い

ます。 

 その機器が１００万円というと、２分の１で

すから２００万円で満額、そういった機器がひ

ょっとしたら５００万円とか、どの程度の価格

帯でそれぞれの機能、ＭＣ、ＭＧあると思いま

すが、どの程度の金額で導入できるものかをお
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尋ねしたいと思います。 

 もう一つは、３割の軽減といった言葉があり

ましたが、このＩＣＴ建機を使ったときに、標

準設定としてこれはＩＣＴ施工だというような

設計を組むことになって、予定価格に影響があ

るのか教えてください。 

三村建設政策課長 ＩＣＴ建機の購入費用、ま

ずはいくらするかです。 

 さきほどＭＣと言われたマシンコントロール

ですが、これは新品を購入すると３，８００万

円ぐらいします。非常に高いものです。ＭＧ―

―マシンガイダンスはどんなものかというと、

既存の重機の後付けです。持っている重機にい

ろんな機器を付けてガイダンスをするもので、

これは４００万円を超えるぐらい、そのうち１

００万円としても自己負担が３００万円ぐらい

になります。しかしながら、これを全額負担し

ようと思えば、 かなりの額になるものですから、

ちょっと普及のタイミングの背中を押していき

たいところです。 

 積算上どうなるかというと、現在のところは

一応希望者、手を挙げてＩＣＴを使いたいとい

うことで使っていただくんですけど、変更でＩ

ＣＴ建機の費用を見るようにしています。これ

が普及し、全部ＩＣＴになると、当然最初から

ＩＣＴ建機に、同積算なら同予算、まずは始ま

ったばかりというか、普及し始めたところです

から、まずは変更で、変更計上して業者が損を

しないようにしています。 

木田委員 分かりました。かなり高額なものも

あるということで、これがこれから普及してい

けば、設計時の軽減も図れるということです。 

 事業者の方も導入すれば何年も使えるわけで

すから、使っていくたびに効率化のメリットも

得られるので、今後また１００万円の機器と価

格との見合いを検討いただいて、さらに広がっ

て、今、人手不足の問題もあるので、ここはけ

んこして今後いけるような事業になるんじゃな

いかと思います。 今後もよろしくお願いします。

ありがとうございました。 

玉田委員 予算概要書７３ページ、さきほど部

長から概略についても御説明いただきましたが、

建築物グリーン化促進事業費について、この大

きな目的、それから具体的な内容、さきほど部

長の説明より少し踏み込んだ内容と事業の成果

ですね。どういうことをこれから見込んでいる

かを含めてお尋ねします。よろしくお願いしま

す。 

中園建築住宅課長 建築物グリーン化促進事業

についてお答えします。 

 ２０５０年までのカーボンニュートラルの実

現に向けて、ＣＯ２排出量の約３割を占める住

宅建築物分野における省エネ性能の向上と技術

者の育成等が課題となっています。また、省エ

ネ建築物の普及促進を図る上で、建築物の所有

者である県民の理解が重要と考えています。 

 このため、本事業は省エネに関する情報発信

や共有など、省エネ建築物の普及促進に係る官

民協働の取組を実施するため、建築士会などの

関係団体や県内大学と連携したネットワーク体

制を構築するとともに、省エネ改修工事の検証

と事例集の作成、技術者向け講習会や県民向け

フォーラム等を開催するものです。令和７年度

から全ての建築物において省エネ基準の適合義

務が予定されていることから、県内建築士や地

場工務店などの技術者への啓発、県民の意識醸

成等を図り、省エネ建築物の普及促進への体制

を整備するとともに、住宅建築物の環境品質の

向上に取り組んでいきます。 

玉田委員 ありがとうございます。２０５０年

カーボンニュートラルという中で、住宅建築部

門の脱炭素は避けて通れないことで、これは２

０５０年より前に新築建物ゼロカーボン化が前

提だと我々は考えています。その中で例えば、

課長もお話があったように、この成果をどう共

有するかが非常に重要だと思うんですが、その

共有の仕方ですね。さきほど少し質問でも触れ

たけれども、例えば今後、高齢者とか子育て世

帯への住まいの改修に予算が組まれていますが、

そういうところにこのカーボンとか省エネ住宅

に対する何らかの政策が落とされていくのか、

あるいはこれから新築する県営住宅についての

考え方はどうかとか、そういうことがあると思

うんですが、この内容をもう少し具体的に検証
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結果をどのように広く共有していくかについて

お答えをお願いします。 

 それともう一つ、これは部長にですけれども

このカーボンニュートラルについては、非常に

大きな柱であるので、生活環境部との連携もと

ても重要になってくると思うんですね。そうい

う意味で、部を超えた情報共有の在り方等につ

いて、今後どうお考えなのかお尋ねします。 

中園建築住宅課長 省エネ性能に関する技術者

等については、国でアンケート調査等を行って

おり、中小工務店の技術者のうち、約５割がま

だまだ省エネ性能に関する知識がないという結

果が出ています。また、大分県での着工戸数の

約７割が中小工務店が担っている状況もあり、

こういった技術者の育成、県民への理解が急務

だと考えています。 

 まずは、令和７年度に全ての建築物が義務化

されるので、それに向けて技術者の育成と県民

意識の醸成を図っていきたいと考えています。 

 また、そういった省エネ改修に対する支援で

すけれども、実は現在行っている子育て・高齢

者世帯リフォーム支援事業において、こういっ

た子育て・高齢者リフォームと同時に行う省エ

ネ改修工事についても、現在支援を行っていま

す。また、国においては、令和３年度の補正と

して省エネ改修工事に支援する、こどもみらい

住宅支援事業等も創設されています。 

 また、 引き続き県民のニーズを把握しながら、

制度の見直し等を図っていきたいと考えていま

す。 

島津土木建築部長 カーボンニュートラルへの

取組、各部の連携についてです。建築のみなら

ず、カーボンニュートラル、全庁的な取組が極

めて重要だと考えていまして、土木建築部で所

管しているのは、この建築以外に特に大きいの

は港湾関係です。港湾の背後地に多くの企業が

立地していまして、こちらからのＣＯ２の排出

量が極めて大きいということで、国でもこの港

湾のエリアに対してカーボンニュートラルをど

う取り組んでいくかということで、ＣＮＰと言

いますが、カーボンニュートラルポートという

取組を現在進めており、全国的に重要港湾等が

ありますが、この重要港湾等に対してそれぞれ

カーボンニュートラルの取組を進めていこうと、

今正に動いています。 

 この中で、企業の皆様と今後どのように取り

組んでいくのか検討会を立ち上げようとしてい

ますけれども、その枠組みの中で生活環境部や

商工観光労働部とも連携しながら、企業との今

後の合意形成、どのように進めていくのか、方

向性をどう出していくのかを一緒にやっていこ

うと動いています。 

 今後も引き続き連携をしっかり図りながら、

取組を進めていきたいと思っています。 

玉田委員 丁寧にありがとうございました。 

 例えば、消費者庁の調べで、ヒートショック

での死亡者が交通事故で亡くなる人よりも多い

と指摘もあるし、そういう意味では日本の場合

は住宅の断熱効果が低いんじゃないかという指

摘があります。断熱効果を上げることで省エネ

住宅が実現できるという指摘も最近されている

ので、そういう意味では、さきほど中園課長が

おっしゃったように、いろんな施策の中にそう

いう知恵を入れていってほしいと思っています。

もう当然入れていると思いますけれども。 

 あわせて、これはスタートする事業なので、

これから検証する段階で、やっぱり広範で精緻

なエネルギー使用量と、それと建物の性能をデ

ータベース化していったらどうかなと思うんで

すね。北日本と南日本では気候とか違うので、

そういう中でどう住宅でカーボンニュートラル

を実現していくかは非常に課題だと思うので、

そういうこともお考えいただければと思います。 

 あわせて、２０５０年にカーボンニュートラ

ルということは、今建っている建物も２０５０

年には存在するので、そういう意味では改修も

含めていろんな形でのベクトルを持って取り組

んでいただければと思います。よろしくお願い

します。要望です。 

守永委員 ３点通告をしているんですが、４４

ページのカーボンニュートラルポート形成計画

策定事業費については、たった今、部長から説

明がありましたので、特に説明は結構ですが、

ただ、スケジュール感としてどの時期に素案を
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作っていくことを考えているのか、もし分かれ

ば教えてください。 

 あと、予算概要４４ページの港湾施設点検ド

ローン活用推進事業についてですが、実証実験

ということですが、 実施対象エリアについては、

今回どこを選定し、どのような実証実験を行う

予定か教えてください。 

 次に、７２ページの県営住宅子育て環境整備

事業費についてですけれども、子育て世帯が快

適に暮らせる住環境を整備するとのことですけ

れども、どのような改善をしようとしているの

か、あわせて具体的にどの県営住宅を改善する

とか、計画があれば教えてください。 

岸元港湾課長 カーボンニュートラルポート、

それから港湾施設点検ドローン活用推進事業に

ついてです。 

 まず、カーボンニュートラルポート形成計画

ですが、さきほど部長が申した事項が主要なと

ころですが、スケジュール感について御質問い

ただきました。これは港湾立地企業や港湾の２

００業者等で構成されます。県も生活環境部、

商工労働観光部の協力を得ながら検討会を開催

して、まずは構成員や技術的な部分、取組等を

今回検討していく形で考えています。具体的に

何を今つくるというところは、まだ今の段階で

は恐らく各企業まだ持たれていないと思うので、

どんな構想があるのかを伺いながら、港湾の将

来像みたいな、そういう構想段階のところを少

しずつ詰めながら、最終的には港湾の施設整備

につなげていくんだろうと考えています。 

 スケジュール感は、技術革新と並行していく

ことになると思うので、そこは今はまだ一つず

つ意見を聞きながらという段階です。 

 もう一つ、ドローンの活用ですけれども、１

点目の対象エリアですが、これは港湾施設の種

類や量ともに豊富な大分港を想定しています。 

 ２点目の実証実験の内容ですが、まずドロー

ンを使い、港湾施設を空中から撮影します。 

次に、ＡＩの画像解析技術を活用して、その

撮影された画像からひび割れやずれなどの変状

について、位置、長さ、幅を自動で検出し、さ

らに、その検出された結果を自動で図化するこ

とにより、点検記録を作成します。 

最後に、ドローンとＡＩによる点検結果と従

来の人による点検結果とを比較照合して、精度

や効率性などを確認していきたいと考えていま

す。防波堤などの港湾施設は船を使って点検す

ることが多く、時間と経費を要しています。そ

のため、このドローンを使っての一連の点検作

業の効率化が図れないか実証実験をやりたいと

考えています。 

釘宮公営住宅室長 県営住宅子育て環境整備事

業費についてです。 

 現存する県営住宅の多くは、昭和４０年から

５０年代に建設されており、建設当時の画一的

な間取りだとか畳部屋が多いなどの住環境が現

在の子育て世帯のニーズと乖離をしていると認

識をしています。 

 このため、本事業では中層階の空き家を対象

にして、現在の住戸の状況に応じて、例えば、

子どもを見守りながら家事ができるキッチンの

対面式化だとか、あるいは子ども部屋が確保で

きるような間取りの変更、またフローリング化

などの改善工事の実施を考えています。これに

より、住宅に困窮している子育て世帯へ快適に

暮らせる住環境を提供していきたいと考えてい

ます。 

 なお、本事業は例えば保育所やスーパーなど

が近いなど、比較的子育て環境が整っている住

宅を対象にしていきたいと考えているので、令

和４年度はそういった点から下郡住宅などでの

実施を今のところ予定しています。 

守永委員 ありがとうございます。カーボンニ

ュートラルポート計画の作成については、具体

的にどういうところに着目して取り組むのかが

非常に私も疑問に思っていたんですけれども、

技術的なことも含めて、これから現場の中で積

み上げていくということで、なかなか企業もそ

の気になって現場を見ないと話が前に進まない

こともあろうと思いますが、ぜひほかの事例等

も参考にされながら、先駆的な計画になるよう

に取り組んでいただければと思います。 

 あと、ドローンについては、人の検査結果と

の突き合わせ作業といった、かなり時間がかか
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る実証実験になるのかなと思うのですが、安全

に気を付けながら、また合理的な体系に移行で

きるように取り組んでいただければと思います。 

 あと、子育て世帯の住宅改善については、中

層階の空室等を利用してスペースを広げるとい

うことで、場合によっては２部屋を一つに、つ

まり、２世帯を１世帯にすることもあるんでし

ょうか。そうなると広過ぎるのかなというイメ

ージがなくもないんですが、いずれにしても、

間取り等については、子育てをされている方の

声もぜひ聞きながら、検討いただければと思っ

ています。その点について少し補足があれば教

えてください。 

釘宮公営住宅室長 大変参考になる御指摘あり

がとうございます。 

 本事業の実施にあたっては、冒頭お答えしま

したが、県営住宅は非常に築年数が古い住宅が

多いです。そういったことから、対象とする住

戸については、今後の活用等もにらみながら、

選定をして実施していきたいので、委員が御指

摘されたように、二つの住戸を一つにと、それ

も一つのやり方だと思いますが、さきほど申し

上げた立地条件等もあるので、そういった点は

総合的に勘案しながら、より効果的なものにな

るように取り組んでいきたいと考えています。 

守永委員 ありがとうございます。特に普通の

世帯を考えたときに、一つの世帯で子どもが２

人から３人というイメージを持ちがちなんです

けれども、私の知人のところで、５人、６人の

子育てをしている方もいらっしゃって５、６人

になったときに、やはり最初の長男、長女が生

まれてから１０年近く小学校に通わせることに

なると、長期間住み続けたいという思いを持つ

方もいますので、そういったことも想定して、

子どもが多いケースでも対応できる造りも参考

にしていただければという思いがあるので、そ

の辺は状況なりニーズを踏まえながら取り組ん

でいただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

羽野委員 予算概要３２ページ、洪水時河川情

報提供事業についてお尋ねします。 

 まず、水防警報発令システムとあるけれども

具体的な用途、水位計からの情報を拾ってスタ

ートするのか、あるいは上流の降雨情報とか雨

量がどの程度降っているとか、あわせた情報で

計算してこうなるとか、具体的な内容をお聞か

せください。 

 あわせて、災害対応支援システムと連携とあ

るけれども、この水防警報の発令システムの内

容がこういう状況になったときに支援システム

と連携して──支援システムがどういうものか

分かりませんが、それで市町村の情報提供に至

るまでをもう少し詳しく説明していただければ

と思います。 

 それとあわせて、水位計の情報も重要に、こ

のシステムの情報としては水位も必要な情報で

はないかと思うけれども、前の災害で水位計が

流れたりした例がありましたが、復旧の過程で

設置方法等を改良したとか、 あるいはそのまま、

ただ護岸を強くしたとか、何か復旧の際に水位

計の改良点とかがあれば教えてほしいと思いま

す。 

成瀬河川課長 まず、１点目の水防警報発令シ

ステムの具体的な内容と、災害対応支援システ

ムの連携からお答えします。 

 まず、この水防警報発令システムは、各土木

事務所が水位を見ています。その水位を確認し

て、ファックス等により市町村や水防団に警報

を配信するもので、配信した後に電話で受信確

認を行っています。 

 今回、このシステムを導入して、水位が上昇

した場合に、自動的にこの警報を発令でき、メ

ールで一斉送信が可能です。これにより、スピ

ーディーにリアルタイムで警報が発令できるの

ではないかなと思っています。また、防災局が

管理をしている災害対応支援システムとの連携

ですが、このシステムに水防警報の発令状況、

各地域でも発令をされていますが、その内容が

一目で分かる形で考えています。また、従来行

っていた市町村との受信の確認、これが不要に

なることで、住民のより一層の早期の避難につ

ながると考えています。 

 続いて、２点目の水位計のその後の防災対策

についてですが、御承知のとおり、令和２年７
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月豪雨の際には、４河川において水位計が水没

または流出し、水位が確認できない状態となり

ました。 

 この状況を踏まえて、当時取った対策として

は、水位計とともにカメラが全て設置されてい

たので、現場の河川の監視カメラで河川の護岸

や橋の橋脚に量水表という値を示す物差しみた

いなものを設置しているので、その値を見るこ

とにより、警報等の発令を行いました。現在は

全て修復が完了しています。 

 今後についてですが、今年度、再度災害防止

という観点から、全河川においてこの水位計カ

メラのチェックをしています。今後、同様の水

没や、流出する箇所を点検して、かさ上げや移

設等の必要な箇所がリストアップされているの

で、来年度の令和４年度から順次工事を進めて

いく予定です。 

羽野委員 では、市町村からすれば、水防警報

発令システムで自動的に情報が市町村に行くた

め、土木事務所の職員は何もしなくても情報が

自動的に行くということでよろしいのか、再度

確認します。 

 あと、次に監視カメラですが、その監視カメ

ラは夜になると、真っ暗で照明がない場合が多

いので、僕が見る限りでは、ほとんど夜間は通

用しない状況だと。そういうことからすれば、

水位計は安全確保のためには必要なものだと思

うので、引き続き取組を進めていただければと

思います。 

 最後に自動発信、ファックス、そこだけ確認

します。 

成瀬河川課長 発令においては、このシステム

を導入すると自動になります。ただ、水位計は

あくまで値を見ているので、実際の状況は確認

しないといけないので、詳細に言うと、値を超

したら自動的に発令することはできますが、土

木事務所が一度確認をしてから発令することに

なっています。 

吉村委員 概要の６６ページになります。 

当初、企画振興部への質問かなと思っていま

したが、土木建築部でということなので、お願

いします。 

 大分スポーツ公園に関連する内容です。６６

ページの上から三つ目、若しくは一番下に当て

はまるのかなと思っています。企画振興部でア

ーバンスポーツの取組を大きく広げていただい

ています。ちょっと名称を忘れましたが、一番

下の駐車場でスポーツエリアを造っていますが、

いろんな企画をやっていく中で、県民の皆様に

も大きく周知をされ始めたのかなと思っていま

す。コロナ禍の状況もあって、最近お見かけす

ると、非常に利用者が多くて、２０代、３０代

と見受けられる方がスケボーをやっていたり、

自転車に乗っていたり、その傍らで家族連れが

遊んでいたり、また車もたくさん駐車している

状況をよく見かけるようになりました。このま

まではちょっと安全面でよくないのかなと感じ

ていますが、担当する部署としてどのような安

全対策を今後取られるのか伺います。 

田中公園・生活排水課長 アーバンスポーツエ

リアの安全への取組についてです。近年、アー

バンスポーツの人気の高まりとともに、大分ス

ポーツ公園内でもスケートボード等の利用者が

増えてきました。ところが、もともとスポーツ

公園内にアーバンスポーツ専用エリアはなく、

至るところでスケートボードを利用する状況に

なっており、園内を散歩される方などから危険

だという御指摘を幾度かいただきました。こう

した状況を踏まえて、２０２０年９月に東駐車

場内にアーバンスポーツエリアを指定し、休園

日やイベント開催日以外限定として、スケート

ボード等の利用を認めています。 

 アーバンスポーツエリアは、プレイエリアと

駐車場を分けており、そのプレイエリアを明示

した看板を設置しています。加えて、安全装具

の着用を推奨するなどの注意喚起を行っていま

す。 

 幸いこれまで大きな事故は発生していません

が、引き続き利用者には安全に配慮して楽しん

でいただきたいと考えています。また、施設管

理者としても、 今後の利用状況を見極めながら、

利用者はもとより、第三者に対しても必要な安

全対策を講じていきます。 

吉村委員 ありがとうございます。私もよくお
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見かけしているので、緑のラインで仕切ってい

る等は十分把握しています。その上で、少し危

ないんじゃないかなと感じるぐらい利用者が多

い日があることを認識いただければと思います

し、当然あそこの駐車場は遠い面があるという

か、逆側は閉じているだけ、そちらに車を止め

るようにして、あそこはエリアとして使うこと

も、これは別に予算は必要なくできる話なのか

なと思いますし、日によっては全然利用者がい

ません。逆に日によっては多い状況なので、ま

た、委託先がどこまでそこを見ているかも気に

なるところなので、ぜひ県でもしっかり把握を

していただければと思います。よろしくお願い

します。 

猿渡委員 まず、７２ページの県営住宅の空き

室の関係ですけれども、さきほど堤委員、守永

委員に対しての答弁を聞かせていただいて、前

向きに進んでいるようで良かったなと思ってい

ます。単身入居者も４月以降６０歳未満も認め

ていくということですし、子育て世帯に対応し

た環境整備なども進めていることにありがたく

思います。 

 以前、扇山第２住宅の空き状況について質問

したときに、これは令和元年７月の予算特別委

員会ですが、一つの棟が３０戸中９戸空室であ

り、もう片方の棟が２４戸中３戸が空き室とな

っているという答弁で、こういう状況を改善し

ていかなければならないんじゃないかと質問を

しました。そのためにニーズに応えた環境整備

等必要だと求めた経緯があります。 

 こういう状況が、さきほど答弁があった改善

方向の中で改善していくと考えていいんでしょ

うか。扇山第２住宅も保育所や学校も近いです

し、坂道の上の方なので、高齢者は車がないと

なかなか入居につながらない、子育て世帯等に

とっては適していると思うんですね。この扇山

に限らず、もちろん県下いろんなところでこう

いう空き状況が改善していく、今コロナ禍で子

育て世帯も生活が大変な状況ですから、そのニ

ーズに応えていく方向で進んでいくのを大変喜

ばしいと思っているんですけれども、扇山につ

いては今の入居状況はどうなのか、その点含め

て答弁いただきたいと思います。 

 もう一つ、これは通告していないんですけれ

ども、３４ページの障害防止対策事業費、これ

の事業概要に日出生台演習場の土地の荒廃に起

因する土砂の流出、洪水の発生等に対処するた

めに整備していくと書かれているんですが、こ

れはどういうことなのか。日出生台の演習によ

って荒廃して、土砂の流出等があって洪水の危

険があり、 それを対応していくという意味なの

か、どういうことなのか、この内容について教

えてください。 

釘宮公営住宅室長 まず、県営住宅に関する御

質問についてお答えします。 

 県営住宅は、さきほども申し上げたとおり、

老朽化が進行していたり、あるいは立地条件な

どの数々の問題によって、空き家が生じやすい

傾向にあるのが現状かと思います。 

 そういった中で、これまで入居者の方の声を

お聞きしながら、子育て世帯や高齢者のニーズ

を踏まえた住宅の改善に取り組んできました。

さきほど申し上げた６０歳未満の単身者の入居

機会を設けることですが、これはこれまでの入

居対象の高齢者の方とか子育て世帯の方の入居

機会をあくまで阻害しない範囲で、まずは取り

組んでいきたいと考えているので、これが直ち

にどれくらい空き家の解消に効果があるかは、

今後状況を見極めていきたいと考えています。 

 次に、扇山第２住宅の入居の状況です。さき

ほど委員からもお話がありましたけれども、現

状を申し上げると、本年２月末現在ですが、１

棟、１Ａ－１という棟ですが、これは３０戸の

うち前年の同期で８戸の空き家がありました。

これが現在７戸、それから、もう一棟、２Ａ－

２という棟ですが、これは２４戸のうち前年同

期で９戸の空き家がありましたが、これが現在

８戸の空き家という状況です。 

 いずれにしても、今後、空き室の減少に向け

て県民の皆様の声に耳を傾けながら、入居者ニ

ーズだとか、あるいは社会情勢の変化なども踏

まえて、計画的な住宅整備に努めていきたいと

考えています。 

島津土木建築部長 障害防止事業についてお答
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えします。 

 こちらの日出生台の演習場に伴って、土砂の

荒廃が進んだ場合に土砂の流出、それから降っ

た雨の流出が早まるということで、防衛省の補

助事業と大分川の河道整備を実施するものです。 

猿渡委員 住宅については、入居が進んでいく

ようにぜひよろしくお願いします。近隣の方々

から、何であんなに空いているのに入れないの

かという声が寄せられていますので、お願いし

ます。 

 日出生台の演習場については、演習によって

土地が荒れて土砂が流出するので、それを防衛

省の予算で改善していくということでしょうか。

確認させてください。 

成瀬河川課長 防衛省の事業なので、御指摘の

ように、演習場の近くの河川、道路が対象事業

になっています。当然のことながら演習の水に

対しての土砂対策、また演習場に向かう道路沿

いの部分についての、最後河川に流れてくる土

砂もあわせて、この事業を補助させていただい

ている状況です。 

猿渡委員 私がイメージしたのは、演習を行う

ことによって土地が荒れたのかなと思ったんで

すね。そういうことですか。 

成瀬河川課長 演習場の荒廃の対策事業ではな

くて、演習を行うための沿道の環境整備事業な

ので、演習場があるから荒廃をして、その対策

という観点ではありません。 

森委員 ４点伺います。まず、予算概要２４ペ

ージ、道路維持修繕費２０億２，５６１万６千

円についてです。これは県管理道路の草刈りや

清掃、街路樹の整備とかの予算です。昨年から

若干予算は上がっていますが、現在、労務単価

とか燃油価格が上昇する中、従来の管理延長を

維持する予算として十分なのか伺います。 

 ２点目、同じ２４ページ、交通安全事業費で

す。トンネルの照明について伺います。トンネ

ル照明が非常に暗い箇所があります。特に国道

３２６号、宮崎県境から豊後大野の三重町にあ

たるところになると、トンネルの数も多いんで

すけれども、宮崎県側に比べると非常に暗いと

いうことで、地元の皆様から、特にバイクで移

動する方とか歩かれる方とかが非常に暗くて危

ないという話を聞いています。対策を打つと聞

いているんですけれども、現状について伺いま

す。 

 続いて予算概要２７ページ、道路改良事業費

です。何度も私から質問させていただきますけ

れども、国道４４２号についてです。石合から

温見間、未改良箇所の整備について、期成会等

からも声を上げているけれども、部分改良をや

っていますが、根本的な解決につながっていな

い、落石等で通行止めになるのが毎年あるとい

うことです。地域にとって重要な道路です。整

備工事について伺います。 

 最後に予算概要７１ページ、住宅政策につい

てです。さきほど堤委員が質問した子育て・高

齢者世帯住環境整備事業３，７４９万５千円に

ついてです。これはさきほど課長、そして部長

からも答弁があったので、その内容を踏まえて

質問したいんですけれども、御両人から明確な

目的を持ってという話がありました。この事業

の明確な目的について改めてお教えいただきた

いのと、この事業の制度設計においての根拠、

どういった効果を求めているのか、しようとし

ているのかについて伺います。 

後藤道路保全課長 １点目の道路維持修繕費に

ついてお答えします。労務単価や材料単価の上

昇に対しては、過去数年置きに予算を増額して

きました。一方で、限られた予算なので、道路

維持修繕費の縮減に取り組むことも大切です。

道路維持修繕費の約半数は草刈りが占めている

ので、コスト縮減のためには、この草刈り費の

低減、縮減が必要です。具体的には、雑草が繁

茂して見通しの悪い箇所において、道路の法面

の張りコンクリートの設置や構造物の隙間への

防草テープ設置などの防草対策を実施していま

す。このような工夫を行いながら、現在維持管

理をしています。 

 また、道路改良時においても、道路の法面へ

の防草対策を行うなど、維持管理のかからない

工法を採用しています。今後とも道路維持修繕

費のコスト縮減を図りながら、道路の適切な維

持管理に努めていきます。 
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 ２点目の交通安全事業費についてお答えしま

す。国道３２６号の豊後大野市三重町から県境

までの間には１０本のトンネルがあります。こ

のトンネルの照明については、現在設置してい

る低圧ナトリウムランプ灯の製造が中止された

ことから、現在、ＬＥＤへの更新を行っている

ところで、令和３年度までに田原トンネルや鷲

谷トンネルなどの４本についてＬＥＤ化が完了

しました。 

 また、現在、三国トンネルなどの３本につい

て設計業務を進めていて、今後工事に着手して

いく予定です。残る３本についても、順次５か

年加速化対策予算も活用しながら、照明の更新

に取り組んでいきます。 

 ３点目の道路改良事業費についてお答えしま

す。国道４４２号の石合と温見間の未改良区間

の整備についてです。国道４４２号、石合と温

見間については、災害によって通行規制が発生

した場合など、地域の方に御不便をおかけして

います。この区間は山間部を通る道路で、急峻

な地形であるため、抜本的な改良には多額の事

業費が見込まれます。また、改良済みの県道が

並行しており、当区間は交通量も少ないことか

ら、２車線道路の整備に向けた環境は大変厳し

い状況です。 

 このようなことから、まずは対策可能な石合

工区の延長４８０メートル区間について、平成

２８年度より１．５車線的道路整備事業に着手

しました。具体的には見通し確保や待避所設置

などを行っており、令和５年度の完成を目指し

ています。温見側については、平成２７年度か

ら道路側溝の蓋がけ等によって路肩拡幅を行っ

ており、令和２年度までに１，８５０メートル

が完成しました。 

 一方、昨年５月に落石があったことから、早

急に周辺の斜面について調査を行い、本年１月

に落石対策工事を発注しました。 

 今後とも道路パトロールによる日常点検や定

期的な斜面点検を行いながら、安全な道路環境

の確保に努めていきます。 

中園建築住宅課長 子育て・高齢者世帯住環境

整備事業についてお答えします。 

 まず、この事業の目的ですが、今事業は子育

て満足度日本一に向けた子育て世帯のリフォー

ムや健康寿命日本一に向けた住宅のバリアフリ

ー化など、そういった明確な政策目標を持って

実施しているものです。 

 効果としては、安心して子育てできる環境の

整備や高齢者が安心して生活できる環境の実現

を目指しているものです。 

森委員 さきほど質問した住宅政策について、

この予算制度の根拠について答弁がなかったの

で、それを再度お答えください。あわせて再質

問させていただきます。 

 草刈り経費の削減等を技術の導入によってと

か、さきほどあった法面のコンクリート化とか

あるんですけれども、例えば、狭い県道がまだ

県内各所あります。そういったところですと、

草刈りをしないと、ますます車が通る道が狭く

て、また、そのタイミングも遅いと苦情がよく

寄せられています。 そういった箇所については、

やはり狭い県道については重点的に優先してや

る必要があるのではないかということで県民の

方からもお話があります。その点について再度

伺います。 

 ４４２号の整備に関してですけれども、非常

に予算もかかることでもあるけれども、これは

地元の皆さんの願いでもあり、県庁職員も朝、

必ず通る道でもあるし、そういった部分を、ま

た総合的に考えながら、しっかり今後計画を立

てていただきたい。これは要望です。 

 最後に今住宅のことで、要するにエビデンス

は何か、目的が子育て満足度日本一、健康寿命

日本一。その成果である指標とか数値に関して

はどのように考えられているのか伺いたいのと、

ニーズ調査、まずそういった３世代同居、近居

であったり、隣居であったり、高齢者が住宅と

して望む、 そういったいわゆる根拠となる数字、

ニーズ調査はこれまで行われているのかについ

て伺います。 

後藤道路保全課長 草刈りの件についてお答え

します。現在、草刈りについては、交通量や沿

道の状況を踏まえて、通年、年に２回から１回

の頻度で行っています。狭い道路については、
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草が生えたときの影響が大きいという状況はよ

く理解できるものです。さきほど申し上げたコ

ンクリート法面の張りコンクリートによって、

維持管理費の縮減を行うことで予算を確保して

いきたいと考えていますが、こちらの沿道の状

況、交通の状況、利用の状況等を見ながら、予

算を活用しながら対処していきたいと思います。 

中園建築住宅課長 まず、本事業におけるニー

ズ調査ですけれども、本事業においては、申請

者、 県民の方が市町村の窓口で申請を行います。

その際に聞き取りをして、施工者や県民からニ

ーズの調査をしています。それを受けて、制度

の見直し等、着手しており、昨年度はテレワー

クスペースの追加や３世代同居支援等の要件の

緩和等、制度の見直しを行っています。 

 成果指標としては、現在、予算戸数２００件

を積んでいますが、実施件数を成果指標として

います。 

森委員 草刈りの件はよろしくお願いします。 

 ニーズ調査、住宅政策に関するということで

すけれども、これはもうちょっと深く議論を進

めなければならないと思います。ニーズがきち

んと把握できているかは非常に疑問があるので、

改めてこれは議論させていただきたいと思いま

す。 

大友副委員長 以上で事前通告者の質疑を終了

しました。 

ほかに御質疑のある方は、挙手をお願いしま

す。 

戸高委員 １点だけ、６７ページで、生活排水

処理施設整備推進事業、お昼前にくみ取りの話

で申し訳ありませんけれども、国の令和３年補

正、循環型社会形成推進交付金、これで今まで

単独浄化槽のみ認めていた管内引込み等工事、

それもくみ取り型も認めるということで、市町

村からも非常に多くの要望があった項目です。

早速御対応いただいて、ありがたいと思ってい

ます。この推進をしっかりとしていただきたい

と思うし、また、今チラシが、ちょっと文言が

１行あるだけで、今のチラシは使えなくなるの

で、そういったこともしっかり変更しながら、

市町村と連携を取ってやっていただきたいと思

います。ここでいろんな課題が毎回出てきます

けれども、 課題の検証等含めて、広域化を今回

項目に入れています。この方向性について伺い

ます。 

 それと、目的は水環境を守ること、水の汚れ

は生活排水であるので、地味ではあるけど、着

実に水環境、そして地球環境に役立つ事業であ

ると思っています。そういう意味では水質改善

を行ったことで、水質検査を生活環境部等も行

っていますので、検証してしっかり成果を追う

という点で、生活環境部とも連携を取って、水

環境改善の後を追っていく取組も必要ではない

かなと思うので、見解を伺います。 

田中公園・生活排水課長 まず１点目、広域化

についてです。広域化は、こちらに上げている

浄化槽の整備とはちょっと違うもので、下水道

施設、あるいは農業集落排水、漁業集落排水、

そういったもの等も踏まえて、それを市町村単

位でいろいろ管理していくのが非常に人員も少

ないし、職員も少ないし、経費もかかるという

ことで、もう少し市町村単位の枠を越えて広域

的に運営したらどうかと検討しています。 

 これについては、各市町村の担当者の御意見

も伺いながら、加えて全国事例等を調査して、

大分県として取り組む方針を今まとめています。 

他県に比べて、大分県は市町村合併が結構進ん

でおり、県内１８市町村と、ある程度市町村単

位でまとまっているため、広域化はかなりよそ

よりも進んでいる状況ですが、引き続き広域化

の成案に向けて市町村の御意見も踏まえてまと

めていきたいと考えています。 

 それから、生活環境部との連携という話をい

ただきました。正に浄化槽の整備については生

活環境部との連携が大変重要になってきます。 

土木建築部、公園・生活排水課では浄化槽の設

置に重点を置いているんですが、生活環境部は

それを点検していくとか管理していく上でいろ

んな施策を打っていると聞いています。 

 いずれにしても、 水環境を改善するためには、

県民の意識の啓発といいますか、水をもっとき

れいにして、県を挙げて水質改善に取り組みま

しょうと、そういった意識の醸成が非常に重要
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になってくるので、そちらの広報啓発について

も力を入れていきたいと考えています。 

戸高委員 ありがとうございました。生活環境

部との連携もしっかりお願いしたいと思ってい

ます。広域化の件は私も聞いていましたけれど

も、やはり農集排、下水道、それと各浄化槽、

この役割分担は今の範囲よりも大きく広げて議

論したほうが間違いなくいいとは思います。そ

の意味で、今ある市町村の下水道計画とか、そ

ういったものも県が主導して、今の時代に合っ

た範囲に変更してきて、皆さんの努力でしてき

ていただいています。これは広域化する場合は

課題が非常に多いと思うので、しっかりと連携

を取って今後もやっていただきたいと思います。 

小嶋委員 １点だけ、すみません、事前に提出

していませんが、２４ページの道路維持修繕費

に関連してお尋ねします。昔、今もそうでしょ

うけれども、いわゆる道路構造令というのがあ

って、道路を造るときにどういう形状にしなき

ゃならんとか、その規模はいろいろあるんだと

思います。木を植栽しなきゃならんとか、そう

いうのがあったと私は理解をしていまして、そ

れが多分まだ生きているんだろうと思います。

その影響もあって、ほとんど特定のところだと

思うんですが、以前、道路を造ったときに植栽

した木の根が張って歩道隆起させて車椅子も通

れないところもあったりとか、それから植栽し

た木が大きくなって、そこに一緒に立っている

電柱、それから電線、電気は１１メートル以上

上にありますが、電話線の場合は６メートルぐ

らいから上に電話線を引くんですね。 ですから、

覆っている木が台風のときなんかは、それを阻

害してケーブルが切れたりとかがあって、要望

があったときに、私も道路整備課、道路保全課

長のところに行ったりしてお願いをして改善を

してもらう話も何度かしてきましたが、切りが

ないんです。毎年毎年同じようなことを繰り返

しています。これも以前にも話をした記憶が私

もあるんですが、そういう状況にあるところを

抜本的に見直しをしてと言いますか、改善する

ために植栽を切って、そして歩道の路面も車椅

子が通るような状況に改善をすることが可能な

のか、そういう考え方があるのか。現状は今、

私が想定しているところは葉っぱを切って落と

したので、電話線に、台風が来なければ影響が

ない状況にはなっているんです。お願いして木

を切っていただいたのですが、まだ木そのもの

が残っているので、今年の夏場にまた台風が来

たときには同じ状況になるのではないか、また

そこで改めてお願いに行かなければならないと

いうことの繰り返しがあるので、こう申し上げ

れば、多分、後藤課長もどの辺かは想定される

んじゃないかなと思うんですが、たくさんある

わけではありません。ただ、昔からの道路構造

令に決められていて、道路構造令を変えること

ができないのであれば、現状の回復は何らかの

形で。住民生活に影響を来たしていることから

すると、何か考えられるんじゃないかなと思う

ので、ここはぜひ改善をしていただきたいと思

うんですが、改めて予算委員会なので、見解を

伺いたいと思います。 

後藤道路保全課長 街路樹についてお答えしま

す。現在、街路樹については、毎年、街路樹の

剪定等の管理をしており、その中で点検をして

います。このときに街路樹に損傷と言うか、老

朽化とか、そういうものがあったら対処してい

ます。今、御指摘のあったのは、歩道の狭い箇

所、人が通りにくいということで、そういう地

元の声が上がっているんだと思います。過去に

もこの件について、場所によって木を切ってほ

しいという地元からの声が出たこともあります

が、一方で、街路樹を残してほしいという声も

同じ地区から上がってきたりすることがありま

す。こちらの今の街路樹の点検の中で、そうい

う木の問題があるものについては、管理の中で

対処していきたいと考えていますが、抜本的な

木を取ってしまうとか、そういうことについて

は地元との丁寧な対応が必要かと考えています。 

 こちらについては、課題と考えているので、

また地区の声を聞きながら対処していきたいと

考えています。 

小嶋委員 ありがとうございました。今の御答

弁でよろしいと思うんですが、ただ、木そのも

のも成長して、形状がよくなくて、いろんなと
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ころに支障が来ていると思うんです。地元の人

が残してほしいとおっしゃるんであれば、あの

形状を残してほしいとは恐らく思っていないと

思うので、木を植栽しておかなければならない

とすれば、植え替えをするとか、あるいは植え

替えをすることによって道路の起伏を改善する

努力といいますか、そういう検討はぜひお願い

したいなと思うので、要望させていただきたい

と思います。どうぞよろしくお願いします。 

藤田委員 概要の４７ページの空港建設対策費

並びにその下の国直轄空港事業負担金です。 

 今回３千万円ほど予算が増えているんですけ

れども、空港整備、どのような内容になるのか

と、もし分かれば国直轄で例年３億３千万円ほ

ど出しているけれども、どのような工事が行わ

れているのか、お伺いしたいと思います。 

岸元港湾課長 まず、空港建設対策費の３千万

円の増額の分ですが、ここについては、実は大

分空港の出たところ、正面のところにソウル便

の就航を記念したモニュメントがあります。今

回、実は国で駐車場を広くする計画があって、

その部分を駐車場に変えたいという意向で国か

ら御提案があって、県としては、これからポス

トコロナを見据えて、またインバウンドの方々

にも来ていただきたいので、モニュメントは残

したいという意向で、その分、駐車場は半分ほ

ど減じるんですけれども、モニュメントは残す

と。その中で空港の駐車場となる分が減る部分

について、県でその代わりを造ることで３千万

円増額させていただいています。 

 それから、国直轄空港事業負担金ですけれど

も、ここは今現在進められているのが、まず一

つは地震による液状化対策で、滑走路の下の液

状化対策を進めています。それから、今度は高

潮・津波対策で、護岸の強化、消波ブロックと

か、そういうところの強化を今進めています。 

 それから、安全対策で滑走路自体の長さは変

えないんですけど、余裕のところで少し緑地の

分を広げることで、それはまだ工事にかかって

いませんけど、それも今後取り組みたいと伺っ

ています。 

大友副委員長 ほかに御質疑はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

大友副委員長 ほかに質疑もないので、これを

もって、土木建築部関係予算に対する質疑を終

わります。 

 暫時休憩します。 

午前１１時５２分休憩 

          ――――――――――― 

午後 １時００分再開 

木付委員長 休憩前に引き続き、委員会を開き

ます。 

 これより、農林水産部関係予算の審査に入り

ますが、 説明は主要な事業及び新規事業に限り、

簡潔かつ明瞭にお願いします。 

 それでは、農林水産部関係予算について、執

行部の説明を求めます。 

佐藤農林水産部長 第１号議案令和４年度大分

県一般会計予算のうち、農林水産部関係につい

て御説明します。 

 お手元の令和４年度予算概要の３ページをお

開きください。 

 当初予算案の総額は、上の表の農林水産部①

の予算額（Ａ）欄の計にあるように６２７億４，

２８１万８千円です。 

 右から３列目（Ｂ）欄の３年度当初予算額と

比較すると、 右から２列目にあるように３億７，

４１７万７千円の増となります。 

 主な要因は、農業総合戦略会議を踏まえ、積

極的に予算計上したことに加えて、令和２年７

月豪雨で被災した由布市高津原地区の水路等の

復旧工事の受託や、第４５回全国育樹祭の開催

経費を計上したことなどによるものです。 

 公共事業費については、うち公共の欄にある

ように２９８億９,２２２万９千円です。前年度

と比較すると、右から２列目にあるように８億

６，５４２万５千円の増となります。 

 これは、災害復旧事業費について、過年度災

害分の事業費が４．６億円の増となることなど

によるものです。 

 次に、８ページをお開きください。 

 令和４年度予算案のポイントを説明します。 

基本方針にあるように、農林水産業創出額２，

６５０億円の目標達成に向けて、農林水産業の
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成長産業化に取り組んでいます。農業では、園

芸品目の拡大が進んでいることもあり、令和２

年農業産出額が増加に転じたものの、担い手の

高齢化や減少が続くなど、その再生が急務とな

っています。林業では、伐期を迎えた人工林の

主伐・再造林の徹底による循環型林業の確立、

水産業では、漁船漁業における資源管理の徹底

や養殖業の生産・流通体制の強化など、もうか

る農林水産業の実現に向けた施策を迅速に進め

る必要があります。さらに、長期化する新型コ

ロナウイルス感染症の影響による社会変容や気

候変動・災害等の環境負荷への適応も図り、目

標達成に向けた取組を進めていきます。 

 まず、（１）農業総合戦略会議の方向性を踏

まえた農業の成長産業化では、戦略会議で取り

まとめた農業システム再生に向けた行動宣言に

基づき、産地拡大、担い手育成から営農指導、

流通・販売強化、農協改革まで漏れなく対策を

講じ、生産者・農業団体・市町村による一体と

なった取組をしっかり後押ししていきます。 

 次に、（２）循環型林業の確立による林業・

木材産業の成長産業化では、加工流通体制の構

築や建築物への木材利用の拡大に加え、将来に

わたる森林資源の平準化に向けた適切な再造林

などを進めます。 

 （３）水産業の資源管理の強化と流通改革に

よる成長産業化では、コロナ禍で増加した内食

需要の取り込みや外食需要回復を見越した体制

づくりを進めます。また、水産資源の安定化や、

赤潮被害防止に向けた対策にも取り組んでいき

ます。 

 （４）産地を牽引する担い手の確保・育成で

は、 産地自らが必要とする担い手像を明確にし、

受入体制の整備と育成に責任をもって取り組む

仕組みを構築します。 

 （５）スマート農林水産業の実現では、産官

学の連携をさらに強化し、デジタル技術の開発

やデータの利活用による農林水産業のＤＸ化、

スマート農林水産業の現場実装を進めます。 

 （６）マーケットインの商品（もの）づくり

の加速では、マーケット変化への柔軟な対応と

新型コロナウイルス感染症の収束を見据えた販

路の多角化や生産の転換、製品の多様化等を一

層進めていきます。また、海外展開では農林水

産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づく産地計

画の実行支援など戦略的に対応していきます。 

 （７）元気で豊かな農山漁村づくりでは、日

本型直接支払制度等を活用した中山間地域の活

性化、ジビエ振興を含む鳥獣害対策の充実、森

林経営管理制度による経営放棄林の整備等を進

めます。また、田んぼダム等による流域治水の

推進や防災重点農業用ため池等の計画的な改

修・廃止など、災害に強い基盤づくりを着実に

進めていきます。 

 次に、農林水産部の主要な新規事業などにつ

いて御説明します。 

 ２６ページをお開きください。 

 一番下の営農指導体制強化事業費３５６万１

千円です。生産者の所得増加と産出額の向上に

は、農協の本来業務である営農指導の強化が不

可欠であり、県農協では営農指導員の確保、育

成を進めています。 

 本事業では、これに加えて農協が行う技術力

の高い生産者を活用した栽培講習や巡回指導等

の取組を支援し、生産者の技術向上や営農指導

員の指導力向上を図ります。 

 また、営農指導の基礎知識や経験のない初任

者に対する研修の充実や、現地課題解決型の試

験場研修を新設するなど、研修体系を見直すほ

か、４月からは農協の営農経済部門の強化を図

るため、農林水産企画課内に農業成長産業化推

進室を設置し、県の施策との連携を密にし、一

体となって農業の成長産業化に取り組みます。 

 次に、３６ページをお開きください。 

 上の段の持続可能な豊かな有機産地等活性化

事業費４，１３２万４千円です。 

 これは、持続可能な食料システムを構築する

ため、農林水産省が策定したみどりの食料シス

テム戦略に基づき有機野菜等の生産・販売に取

り組む産地等の育成を行うものです。 

 市町村による有機農業者の組織化等の取組支

援や、経営体の作業効率化に向けた施設機械整

備支援、県域出荷組織の体制強化などに取り組

みます。 
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 次に、３８ページをお開きください。 

 下の段のスマート農林水産業技術普及拡大事

業費２，０８８万円です。 

 これは、農林水産業の生産性向上を図るため

スマート技術の実証等を行うものです。令和４

年度は、新たにＡＩを活用したねぎの調製作業

の効率化に向けた画像解析技術等の開発や、大

葉の自動選別、結束機の現地実証などに取り組

みます。 

 次に、６０ページをお開きください。 

 上の段の学び続ける経営体育成支援事業費１，

９９７万８千円です。農業総合戦略会議でも、

生産現場から学びの場の提供を求める声を数多

くいただいています。 

 このため、生産者が主体的に取り組める研修

の場を設けるとともに、モデルとなる経営体等

が行う地域を牽引する取組に対して助成します。 

 おおいた農業ステップアップカレッジでは、

経営戦略や先進的な生産技術、ネット販売とい

った多様な流通の仕組みのほか、個別課題解決

に向けたオーダーメイド型の講座など、生産者

の段階に応じた、きめ細かな研修環境を構築し

ます。また、これらの研修等でのスキルアップ

を通じてさらなる発展に向け、新たな取組にチ

ャレンジする産地や生産者を後押しするため、

次世代農業プロジェクト支援事業で経営発展に

向けた仕組みづくりなどを支援します。 

 次にその下、農業経営継承・発展支援事業費

１，５３５万４千円です。 

 これは、生産者の高齢化が進む中、重要な課

題である経営継承を促進するため、相談窓口の

設置や早期継承の意識啓発研修等を実施するも

のです。 

 令和４年度は、新たにハウス等の経営資源情

報のデータベース化や、専門家による簡易的な

資産評価などに取り組みます。これらにより、

具体化したコストなどの情報を就農相談会等で

活用することで、後継者の確保を進めます。 

 次に、７８ページを御覧ください。 

 下の段の園芸産地農地確保対策事業費５，３

９７万８千円です。 

 これは、県域での加速度的な産地拡大が見込

める短期集中県域支援品目として重点的な支援

を行うねぎ、ピーマン、高糖度かんしょ、ベリ

ーツの４品目のうち、ねぎを除いた３品目につ

いて、意欲ある生産者への栽培に適した優良農

地の集積・集約化に取り組むものです。 

 なお、ねぎの農地確保については令和３年度

９月補正予算で御承認いただき、先行して取組

を進めており、現在、目標の１８４ヘクタール

を上回る約２２０ヘクタールの農地を確保して

います。 

 ねぎと同様に、この３品目についてもスピー

ド感をもってしっかり農地確保に取り組んでい

きます。 

 次に、８５ページをお開きください。 

 下の段の短期集中県域支援品目販売戦略推進

事業費２千万円です。 

 これは、短期集中県域支援品目の有利販売を

実現するため、全農おおいたが実施する戦略的

な販売促進活動を支援するものです。 

 白ねぎ、ピーマンでは、中京圏でのシェア拡

大に向けた販路開拓アドバイザーの配置、高糖

度かんしょでは、量販店における販促活動の強

化、ベリーツでは、高級量販店等と連携したキ

ャンペーンの実施などに取り組みます。 

 次に、８７ページをお開きください。 

 農林水産物輸出需要開拓事業費６，１００万

円です。 

 これは、海外の市場を取り込み農林水産業者

の所得向上を図るため、ブランドおおいた輸出

促進協議会等が行う輸出拡大の取組を支援する

ものです。コロナ禍で人流や物流の混乱が続い

ていますが、Ｗｅｂ会議や現地法人等を最大限

活用し取組を進めたことで、令和３年度の農林

水産物輸出額は、過去最高だった令和２年度の

２８．９億円を更新する勢いとなっています。 

 さらなる輸出拡大に向け、令和４年度は、春

節向けシャインマスカットの貯蔵技術確立や、

現地商社と連携したフェアの開催などを通じて、

輸出先国のニーズに対応した産地づくりや新た

な販路開拓を進めます。 

 次に、９３ページをお開きください。 

 おおいた園芸産地づくり支援事業費２０億６，
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６７６万９千円です。 

 この事業では、大分県の顔となる園芸品目を

育成し、生産拡大を図るため、短期集中県域支

援品目の栽培施設等の整備を重点的に支援しま

す。 

 また、市町の産地戦略である園芸産地づくり

計画に基づき認定する産地拡大推進品目や、意

欲ある生産者が戦略的な生産拡大に取り組む地

域担い手支援品目への支援を行い、各地域の特

色をいかした産地づくりを後押しします。 

 次に、９４ページをお開きください。 

 短期集中県域支援品目生産拡大推進事業費３

億７，８６４万円です。 

 これは、短期集中県域支援品目の生産拡大を

図るため、農業団体等が行う産地課題の解消に

つながる取組に対し、集中的かつ総合的に支援

するものです。 

 西日本有数の生産量を誇る白ねぎでは、出荷

作業を分業化する共同調製場の整備や新規栽培

者の機械導入などを支援します。関西市場でト

ップブランドとなっているピーマンでは、黄化

えそ病対策に必要な防除資材の導入支援等に加

え、２月補正予算で承認いただいた野津選果場

の作業レーン増設支援により、産地拡大に対応

した共同選果体制を急ぎ構築します。甘太くん

に代表される高糖度かんしょでは、ウイルスフ

リー苗の生産拡大支援や、全国で多発する基腐

病の侵入防止に必要な土壌消毒機の導入などを

支援します。販売開始５年目となったベリーツ

では、高単価期である３月末までの収量拡大に

向けて、生産者が栽培管理に労力を集中できる

よう県下３か所のパッケージセンターを５か所

に拡充し、作業の分業化を進めます。 

 次に、１０８ページをお開きください。 

 上の段の肉用牛競争力強化対策事業費２億３，

１８８万３千円です。 

 この事業では、ＪＡおおいたによるキャトル

ステーションの整備に対して支援します。繁殖

農家の和牛子牛の飼育管理を代行することで、

各農家の子牛育成にかかる労力が軽減されるだ

けでなく、牛舎の空きスペースを活用した繁殖

雌牛の増頭が期待できます。また、新規就農希

望者等の技術習得の場としても活用していきま

す。 

 次に、１１０ページをお開きください。 

 第１２回全国和牛能力共進会対策事業費１，

７５９万７千円です。 

 これは、令和４年１０月に鹿児島県で開催さ

れる第１２回全国和牛能力共進会において優秀

な成績を収めるため、候補牛の出品対策等を行

うものです。おおいた和牛の全国ブランド化に

向けて好成績が獲得できるよう、関係者一丸で

総仕上げに入ります。 

 次に、１１１ページをお開きください。 

 酪農経営生産性向上対策事業費２億１，８０

７万４千円です。 

 この事業は、国際化の進展に対応可能な生産

性の高い酪農経営基盤の構築に取り組むもので

す。令和４年度は、新たに県酪農業協同組合が

行う生乳分析機器の導入に対し助成し、生乳廃

棄量の減少や、適正な飼料給与による個体乳量

の増加を図ります。 

 次に、１４９ページを御覧ください。 

下の段の林業再生県産材利用促進事業費２億１，

６９９万８千円です。 

 これは、県産材の需要拡大と製品加工の低コ

スト化を図るため、木材の加工流通施設の整備

等を支援するとともに、大径材の利用促進の取

組等を実施するものです。大径材については、

現状、製材可能な工場が限られることから施設

導入への支援を行います。 

 また、大径材から生産された芯のない製材品

は曲がり等が発生しやすいという先入観を払拭

し、一般流通材と同等の価格での需要創出を図

るため、プレカット工場に試供品を提供し、製

品評価等を行います。 

 次に、１６１ページをお開きください。 

 上の段のしいたけ消費拡大対策事業費３，１

９４万円です。 

 これは、しいたけの消費拡大を図るため、生

産者と流通事業者等が一体となって行うブラン

ド力向上や、新たな消費者層の獲得に向けた取

組を支援するものです。うまみだけについて、

令和４年度は、新たに食品展示・商談会参加に
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よる販路拡大と有名料理人を起用したＰＲ、新

商品の開発に要する経費支援に取り組みます。 

 次に、１７６ページをお開きください。 

 全国育樹祭開催事業費３億４，６５８万３千

円です。 

 これは、健全で活力ある森林を育て、次の世

代に引き継ぐことの大切さを伝えるため、第４

５回全国育樹祭及び併催の記念行事を開催する

ものです。 

 令和４年１１月１２日から１４日までの３日

間、県民の森や昭和電工武道スポーツセンター

などの各会場において、お手入れ行事や式典行

事、全国緑の少年団活動発表大会などの各行事

を開催します。 

 本大会を成功させ、そのレガシーを今後の森

林・林業教育にいかしていきます。 

 次に、１９１ページをお開きください。 

 県産水産物流通拡大推進事業費１，２７９万

６千円です。 

 これは、県産水産物の流通拡大を図るため、

大消費地での販促活動やコロナ禍で増加した内

食需要を確実に取り込むための取組を実施する

ものです。 

 令和４年度は、新たに飲食チェーン店とパー

トナーシップを組み、県産魚フェアなどを展開

するとともに、対面販売を行う人材の育成や、

有名料理人によるメニュー開発支援などに取り

組みます。 

 次に、２０５ページをお開きください。 

 上の段のブリ類養殖業生産体制強化推進事業

費１，４７９万１千円です。 

 これは、ブリ類養殖業の周年出荷体制を強化

するため、人工種苗を用いた養殖試験を実施す

るとともに、突発的なモジャコ不漁に対応でき

る体制を整備するものです。 

 昨年は全国的なモジャコ不漁となり、本県の

採捕尾数も２７２万尾で、採捕計画の５３％の

充足率にとどまりました。その中には、適正サ

イズに満たない小型のモジャコも含まれ、それ

らは餌の食いつきが悪く、生存率が低いといっ

た課題があります。 

 このため、令和４年度は、こういった小型モ

ジャコの給餌技術を開発するほか、モジャコ不

漁時に対応できる人工種苗供給体制の構築に向

けた、養殖生産中のブリからの採卵による種苗

生産試験などにチャレンジします。 

 次に、２１０ページをお開きください。 

 一番上の沿岸漁業漁村振興構造改善事業費４

億５，１６２万７千円です。 

 これは、沿岸漁業の振興を図るため、生産基

盤の整備や漁業近代化施設の整備を支援するも

のです。 

 令和４年度は、姫島村の養殖クルマエビの安

定生産に向けて、地下海水を活用するなど防疫

体制を強化した種苗生産施設の整備を支援しま

す。 

 最後にその下、中段の沿岸漁業振興特別対策

事業費１，６２９万５千円です。 

 これは、沿岸漁業の振興を図るため、漁場整

備や漁業近代化施設、流通加工施設等の整備を

支援するものです。 

 養殖ブリについては、産地加工需要の拡大等

に伴い、県漁協の既存施設の能力では加工が追

い付かなくなってきています。 加えて、ロイン・

切り身などの高次加工や輸出先国の衛生基準へ

の対応など、多様化する海外のニーズにもしっ

かり応えるため、令和４年度は、第２加工施設

の整備に向けた実施設計を支援します。 

木付委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより質疑に入りますが、執行部の皆さん

に申し上げます。 

 答弁は挙手し、私から指名を受けた後、自席

で起立の上、簡潔かつ明瞭に答弁願います。 

 事前の通告者が８名います。 

 それでは、順次指名します。 

清田委員 よろしくお願いします。 

 概要書１９３ページです。 

 旧マリンカルチャーセンター施設等解体事業

費について、解体事業完了までの全体の事業費

を教えてください。そして、発注時期がいつ頃

になるのかという２点についてお伺いします。 

 それと１点、通告外で大変すみません。景平

審議監にお伺いします。 

 今後の水産振興で、水産振興全般のことに関
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しての御質問です。コロナ禍による巣籠もり需

要で大変健康にも良いということで、魚、水産

物への関心も高まっている状況です。ただ、長

期的な視点で言うと、どうしても魚離れが進ん

でいて、残念ながら我が佐伯市においても若い

主婦の皆さんとかうちの家内も例外に漏れず、

魚を家でさばく風景も減ってきています。 

 このような中、本県の水産業にはどのような

視点が必要で、また、水産政策をずっと統括し

てきた立場から、今後の県の水産振興に関して

景平審議監から見解をお伺いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

高野漁業管理課長 旧マリンカルチャーセンタ

ー施設等解体事業費についてお答えします。 

 事業全体の実施期間は、令和４年度から令和

５年度の２か年間を見込んでいます。 

 予算概要に記載のとおり、予算額の４億６５

４万円は、令和４年度の全体の事業費となって

います。さきほど委員からも指摘があったとお

り、別途債務負担行為として令和５年度の解体

事業費５億３，８９７万円を計上しています。

これに事務費等を加えて、両２か年の全体事業

費は現在のところ９億４，６７９万７千円を予

定しています。 

 もう１点、発注時期についてです。 

 例年５月に、年度当初、発注見通しを公表し

ていますが、この旧マリンカルチャーセンター

の解体については、６月上旬に公告を予定して

います。 

景平審議監 貴重な機会を与えていただき、あ

りがとうございます。 

 魚離れの中で、水産業に必要な視点というこ

とですが、 やはり攻めの姿勢だと考えています。 

 委員御指摘のとおり、食用魚介類の一人当た

りの年間消費量は、平成３１年度の４０．２キ

ログラムをピークに減少傾向で、平成２３年度

以降は肉類の消費量を下回り、令和２年度には

２３．４キログラムと、ピーク時の６割以下に

落ちています。 

 魚離れの主な原因は、共働き家庭の増加等に

伴い食の簡便化志向が強まり、価格が高く、調

理に手間がかかる魚介類が敬遠されるようにな

ったとのことです。このような社会環境の変化

によって生じた潮流を水産業の取組だけで潮目

を変えるのは容易ではありませんが、大分県は

どうするべきかという視点に置き換えれば、や

るべきことは多くあると思います。 

 国の施策においては、一人当たりの消費量が

半世紀で約２倍に伸びている海外市場を目指す

ことが大きな柱となっています。当然、輸出拡

大は本県にとっても重要な課題ですが、 一方で、

国内市場にも見落とされている未開拓の需要が

まだまだ多くあると見込んでおり、他県にさき

んじて国内販路を開拓し、産地間競争を勝ち抜

く攻めの姿勢が大事だと考えています。その核

となるのが、全国２位の生産量を誇る養殖ブリ

です。養殖ブリの国内消費量は１０万トンが限

界というのが定説ですが、ブリ食文化の未開の

地である首都圏等に大きな潜在需要があると見

込んでいます。 

 また、夏はブリ出荷の端境期ですが、配合飼

料の改良普及等により季節を問わずおいしいブ

リが供給可能となっており、ブリを安定的に周

年供給することで、さらなる需要を掘り起こせ

ると考えています。 

 そのような新たな販路を開拓する際に要にな

るのが、消費地まで魚を運ぶ流通システムと、

まとまった量をさばける量販店との関係です。

本県はこの課題を独自の物流網を持つ国内最大

手の水産系商社と密接に連携し、首都圏等の大

手量販店とパートナーシップ協定を結ぶことで

解決しています。実際、パートナーシップ量販

店では、コロナの中でも大分を応援するフェア

が開催され、県産魚の認知度向上と定番化によ

り、養殖ブリの取扱量が増加しています。 

 そして、来年度はコロナ後の外食需要の回復

をいち早く捉えて、飲食チェーン店をパートナ

ーシップ店として認定する制度を創設し、さら

なる販路の拡大を目指します。 

 このような取組を着実に進めるとともに、令

和６年度には大分で開催される全国豊かな海づ

くり大会の関連行事もＰＲの場として活用しな

がら、県内外に向けて積極的に県産魚の販路拡

大を進めていくことが重要だと考えています。 
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清田委員 ありがとうございます。 

 まず、マリンカルチャーセンターの方です。

２か年にわたって、約９億５千万円弱の事業費

ということで、大変大きな解体事業であります

けれども、１点だけ要望をさせてください。 

 佐伯土木管内で、地元事業者の受注機会確保

という観点を、土木建築部と協議しながら、も

ちろん品質を確保しながらですけれども、考慮

していただきたいなと思います。発注形態は、

県の指針にのっとった形での発注になろうかと

思いますので、その範囲内で地元業者をよろし

くお願いします。 

 それから、景平審議監におかれては、南部振

興局時代から水産に携わられる姿を見させてい

ただいて、私の中では水産の神様のような扱い

になっていますけれども、おかげでモジャコの

対策も新年度予算で盛り込んでいただいていま

す。そしてまた、ブリについては、私も実は自

分でさばこうと思って出刃包丁を買っていたん

ですけど、去年の年末は恐らく浜値がよかった

んでしょう。ブリをなかなかいただく機会がな

く、出刃包丁はまだ家で眠ったままですが、魚

食文化の普及等、 私たちも努力していくので、

これからも農林水産部の皆様には、景平イズム

を受け継いでいただいて、水産業の普及発展、

よろしくお願いします。ありがとうございまし

た。 

堤委員 ３６ページのみどりの食料システムの

問題ですね。これは昨年５月に農水省が発表し

たんですけれども、２０５０年までに農林水産

業のＣＯ２のゼロエミッション化の実現だとか、

有機農業の割合を２５％、これは１００万ヘク

タールに拡大するという１４の目標が出ている

んですけれども、主要なものの大分県の現状及

びかなり厳しいと思うんだけれども、目標年ま

でどう達成しようとしているのか。また、この

中にはゲノム編集を含む遺伝子操作を応用した

作物の栽培だとか、減農薬としてのＲＮＡ農薬

等、遺伝子操作を応用した農薬の推奨等も言わ

れているけれども、これについてどのような考

えがあるのかを教えてください。 

 あと、森林保全の林地開発について、県下の

太陽光と風力発電施設の建設における林地開発

の申請状況だとか、また、地域が同意に達して

いる件数が何件で、同意が得られていない地域

住民の意見についてどう対応しているのか、あ

わせて、企業への指導はどうするのか。 

 昨年６月の森林・林業基本計画の中で、グリ

ーン成長が唱えられています。 特に、 森林整

備事業の中で、ドローンによる苗木の運搬だと

か成育の早いエリートツリーの導入などが言わ

れているけれども、これで省力化とか、また、

低コスト化がどれぐらい進むのかなと思うんで

すね。また、このような施策によって現状の木

材価格でも経営は成り立つんだろうかと。ウッ

ドショックが最近かなり厳しい状況でもあるけ

れども、木材価格の高騰に対する対応はどうな

のかと。 

 最後に、漁業者が燃油高騰で苦労されている

けれども、漁業経営セーフティーネット構築事

業等で補償金が支払われる予定ですが、今後の

大きな情勢の変動によってさらなる高騰が予想

されると思うんですけれども、その対策はどう

されているのかをお伺いします。 

吉止地域農業振興課長 それでは私から、まず

戦略に基づく県の現状と達成に向けた計画につ

いてお答えします。 

 本戦略の目標は、長期的に目指す姿として、

２０５０年の達成目標を掲げた上で、その手法

は今後検討するとされているものや、技術の開

発や確立といった具体的な指標のないものが多

いのが特徴です。このため現在、県では国の具

体的な動きを注視しているところであり、 今後、

具体的な指標が示された段階で計画等を検討し

ていきたいと考えています。 

 本県においても、持続可能な農業の実現は目

指すべきところであり、例えば、有機農業につ

いては、令和２年度３００ヘクタールの有機Ｊ

ＡＳ認証面積を令和８年度には４２０ヘクター

ルまで拡大する計画を定めるとともに、化学肥

料や化学農薬の使用量についても、６年度まで

の削減目標を持って取組を進めています。 

 遺伝子操作を応用した作物や農薬の技術開発、

普及については現時点では具体的な姿は見えま
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せんが、農林水産部としては、安定した食料の

生産という観点に加えて、安全・安心で消費者

に選ばれる農産物の生産という観点を持って検

討したいと思います。 

中野審議監兼森林保全課長 太陽光発電等に係

る林地開発の状況についてお答えします。 

 太陽光発電に係る林地開発は、平成２５年度

以降６６件の許可を行っており、申請書審査中

のものが４件です。 

 同意の状況については、許可済みで同意に達

しているものが６６件中６４件、また、申請書

審査中で同意に達しているものは４件中３件で

す。 

 また、事業者に対して、許可済みで同意に達

していない２件についていずれも審議会の答申

を受けて、今後も地域住民との合意形成に努め

ることを許可時の附帯意見としています。事業

者に対しては、工事中の安全確保に関する協定

書の締結等によって地域の理解が得られるよう、

引き続き指導しているところです。 

 なお、風力発電における、林地開発について

は許可済み、あるいは申請書の審査中のものは

現在ありません。 

吉川林務管理課長 ３点目の森林・林業につい

てお答えします。 

 まず、ドローンとエリートツリーに関してで

すけれども、ドローンで苗木を運搬する試験を

県で行ったところ、人力の３分の１程度の労力

でできるという結果になりました。また、エリ

ートツリーは通常の杉よりも初期成長が早いこ

とから、下刈りの回数を２回若しくは３回に減

らすことができます。また、３０年程度で利用

できる大きさになることから、森林所有者にと

っては短期間での投資の回収が期待できると考

えています。 

 また、木材価格と経営の状況についてという

御質問ですけれども、切って使って植えて、 育

てる循環型林業を実現するためには、伐採後の

再造林を確実に行うことが必要になります。コ

ロナ禍前の杉の価格は、本県の中では１立法メ

ートル当たりおおむね１万１千円程度で、再造

林まで行うには造林の補助金等がなければ難し

い状況でした。このため、さきほどのような施

業の低コスト化に取り組んでいくことが重要だ

と考えています。 

 ３点目、ウッドショックによる木材価格の高

騰について、ウッドショックの中、我が県の林

業、木材産業の成長産業化を進める点において

は、県産材の競争力の向上に向けて、需要変動

への柔軟な対応、それから、安定供給を続ける

ことが重要だと考えています。このため、山側

の林業では木材生産力の強化、再造林の徹底、

担い手の確保、育成を進めるとともに、木材産

業では効率的な加工、乾燥施設の導入による製

材所の規模拡大を進めています。あわせて、木

材需要の拡大に向けて、 非住宅建築物の木造化、

大径材の販路開拓、アメリカなど海外への輸出

といった新しい分野での需要創出を進めていく

所存です。 

大屋水産振興課長 漁業経営セーフティーネッ

ト構築事業について御説明します。 

 この事業は、漁業者と国が資金を積み立て、

原油価格が一定基準を超えた場合、超えた分を

漁業者に補填金として支払う制度です。 

 最近の原油高騰を受け、国は今後さらに燃油

価格が上昇した場合でも、事業の安定した運営

と漁業者の負担軽減が図られるよう、今回予算

の積み増しを行いました。県としては、漁協等

を通じて制度への加入を促進していくとともに、

今後の価格の動向、さらには国の対策の効果や

漁業者の経営への影響などについて高い関心を

持って注視しています。 

堤委員 ありがとう。みどりの食料システムの

関係で、有機栽培を拡大するのはすごくいいこ

となんですね。ただ、１００万ヘクタールの目

標でやっていく方向は明確に出ているではない

ですか。その点で、大分県としての目標が、令

和８年度で４２０ヘクタールでは、目標との整

合性がどうなのか。つまり、本当に力を入れて

推進していかないと、有機農業はなかなか進ん

でいかない。生産性の問題だとか単価の問題、

いろんなものがあるから、そこをもっと力を入

れていくべきだと思うんだけれども、その辺の

基本的なスタンスについてもう少し聞かせてく
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ださい。 

 それと最後の漁業の関係で、制度への加入を

進めていくと言っているんだけれども、全体的

に見て現在の加入率はどれぐらいの状況なんで

すか。 

吉止地域農業振興課長 有機農業の推進につい

ては、委員が御指摘のとおり生産の課題、流通

販売の課題、多くの課題があります。特に、生

産面の課題については、総じて少量多品目で面

積も小さいため安定的な出荷ができず、安定的

な出荷先がないといった課題があります。 その

ため、まずは生産安定に取り組むべきであり、

来年度、そういった取組も進めたいと考えてい

ます。 

 あわせてロットによる販売、要はこれまでは

小口販売がメインでしたが、広域で出荷販売す

る体制づくりにも取り組みたいと考えています。 

大屋水産振興課長 本県の加入者について御説

明します。 

 加入者は１，５００人強で、正組合員のうち

４５％が加入しています。 

堤委員 半分にいっていない状況だけれども、

これに加入していないとセーフティーネットは

利用ができないじゃないですか。 そういう点で、

具体的に利点だとか、また、保険料や加入料が

高いんではないかなと思うんだけれども、県と

して何か考えがあるんですか。加入を進めてい

く状況の中でね。 

大屋水産振興課長 加入していただくために、

さきほど申したように、漁協等を通じてこうい

う補填金の支払が今されていると制度の周知を

して加入を促進します。 

 その加入推進について、 他の方法があるのか、

今後検討していかなければならないと考えてい

ます。 

佐藤農林水産部長 加入状況ですけれども、コ

ストの中でどれだけ燃料が割合を占めるかによ

って違ってくると思います。比較的燃料のコス

トの占める割合が高い、例えば底引き網漁とか

であれば、加入率は８３％とかなり高くなって

います。そこは経営者としてコストに占める割

合がどのくらいかで、加入するか否かを業者が

自分で判断しているところもあると思います。 

森委員 よろしくお願いします。３点質問させ

ていただきます。 

 まず予算概要の１７ページ、農林水産関係災

害時緊急対応事業費７億５千万円に関連して、

令和２年７月豪雨災害などの復旧事業や国土強

靱化予算の受入れなどにより公共事業費が増加

する中、 農林水産部発注工事における入札不調、

不落の状況とその対策について伺います。 

 続いて８７ページ、農林水産物輸出需要開拓

事業費についてです。 

 マーケットインの輸出産地づくりとして、春

節の贈答需要に対応したシャインマスカット貯

蔵技術の確立とあるけれども、現在の県内の生

産量と今後の生産拡大目標や生産体制整備、輸

出目標規模について教えてください。 

 そして三つ目ですけれども、１１３ページ、

おおいた冠地どり流通拡大対策事業費３７０万

２千円についてです。 

 生産基盤強化対策の施設整備において、鶏舎

の規模、レイアウトデザインや給餌マニュアル

の整備など、ハード、ソフト両面における経営

モデルに基づいて生産流通拡大を図ることがで

きる予算の仕組みとなっているか伺います。 

 あわせて、現在のおおいた冠地どりの生産羽

数、飼育経営体数についても教えてください。 

山本工事技術管理室長 農林水産部における入

札の不調、不落についてお答えします。 

 令和４年２月末で発生率が２３．５％、令和

２年度末では２０．７％と、２．８％上がって

います。 

 原因としては、委員からお話のあった令和２

年７月発生の災害復旧工事、国土強靱化による

予算の増のほか、農林の現場には環境条件の厳

しい工事現場が多く、これらのことが理由と考

えられます。 

 対策として、これまで工事着手までは技術者

の配置がいらない余裕工期制度や、技術者、現

場代理人の兼務、また、令和２年７月豪雨災害

については現場代理人兼務の追加、また、配置

技術者の雇用関係緩和の措置、さらに、令和３

年災害時にも同様の措置を適用しました。今後



- 27 - 

ともこれらの対策の周知、運用の徹底、現場条

件を細やかに捉えた積算を行うなど、契約に向

けた努力を継続します。 

 また、小規模な現場条件に合わない歩掛かり

等については、引き続き見直しを国に要望して

いきたいと思います。 

上田おおいたブランド推進課長 農林水産物輸

出需要開拓事業費におけるシャインマスカット

の取組についてお答えします。 

 県内のぶどうの生産量は、令和２年度が２８

８ヘクタールで、そのうちシャインマスカット

は約４０ヘクタール、１５％を占めている状況

です。令和５年度のぶどうの目標面積は、令和

２年度と比べて２割増の３４６ヘクタールとし

ています。 

 今後の生産拡大に向けて、栽培施設の整備や

省力機械などの導入、ファーマーズスクールに

よる担い手育成などに取り組むほか、輸出につ

いては春節の贈答需要に対応するため、長期貯

蔵による出荷期間の拡大や台湾の残留農薬基準

を満たす栽培技術の確立など、マーケットイン

の産地づくりに取り組みます。 

 こうした取組を通じ、今後の輸出規模につい

ては、令和２年度の２．７トンに対して、令和

６年度は２０トンを超えるよう県農協とも連携

し、輸出拡大を進めます。 

本田畜産技術室長 おおいた冠地どりについて

お答えします。 

 冠地どりについては、令和元年度から素雛供

給を一部民間委託し、生産拡大を図ってきまし

た。 

 こうした中、 コロナ禍で外食需要が落ち込み

出荷羽数については、令和元年度１３万羽を最

高に、令和２年度１１万２千羽、令和３年度１

０万８千羽と横ばいで推移しています。新たな

販路開拓が大きな課題となっています。 

 このため、県では令和２年度、３年度、学校

給食等に３６トン供給し、消費喚起も図ったと

ころです。 

 生産拡大については、これまでブロイラー生

産者にブロイラーから地鶏に飼育を置き換えて

もらう形で生産振興、規模拡大を図ってきまし

たが、高齢化に伴い、新たな担い手の確保が課

題となっています。こうしたことから、現在新

規就農を想定した経営モデルの策定を準備して

いるところです。大規模な生産拡大のための施

設整備については国のクラスター事業等を活用

できますが、生産者からの要望としては、段階

的な規模拡大の要望があることから、県単事業

として簡易な施設の改修など、よりきめ細かな

支援を行っています。なお、新規参入者につい

ても助成対象としています。 

 ブランド力向上と販路拡大については、大分

空港での看板設置や全農と連携したネット販売

など、積極的に販路開拓を行っています。 

 今後もおおいた冠地どりについては、生産と

流通の両面で、素雛供給を含めて支援したいと

思っています。 

森委員 ありがとうございました。 

 まず１番目の発注等についてですけれども、

今、燃油の高騰や原材料価格の上昇といった歩

掛かりの裏付けとなるものの価格上昇がたくさ

んあると思うんですけど、それにいかに対応し

ているのかを教えてください。 

 シャインマスカットについてです。現在が４

０ヘクタールということでした。これを増やし

ていきながら、また、生産者にもうかっていた

だくためにも、これから大事な施策になると思

います。さきほどは全体の拡大面積の目標だっ

たんですけど、シャインマスカットの４０ヘク

タールが、どれぐらいの規模で広がっていくの

か教えてください。 

 冠地どりについてですけれども、大分県が研

究してつくった冠地どり、豊のしゃもという地

鶏があります。同じように、全国でそういった

地鶏生産が行われていて、徳島では有名な阿波

尾鶏という地鶏があります。同じ平成元年で、

以前から徳島は取り組んでいますが、現在、徳

島の阿波尾鶏は２００万羽、大分県の冠地どり

は１０万羽の生産量で、この生産拡大に向けて

の取組が重要だと思います。 

 そういった意味で、阿波尾鶏にはまだまだ間

を空けられているけれども、 生産拡大に向けて、

今後どのように進めていくか、スケジュール感
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について改めて教えてください。 

山本工事技術管理室長 公共事業費の上昇につ

いてお答えします。 

 労務単価について、 平成２４年から９年連続、

公共事業単価については連続上昇しており、現

在約５６％の上昇となっています。また、諸経

費についても改定が行われてきており、週休２

日制度や熱中症対策などがあげられてきている

ところです。 

 今後とも国の改定なども見ながら、できるだ

け素早い改定を行い、労働環境の改善、そして

入札不調の改善を図りたいと考えています。 

牛島園芸振興課長 シャインマスカットの目標

についてお答えします。 

 広域普及員の普及計画の中に目標が掲げられ

ており、令和５年度は４４ヘクタールとなって

います。 

梅木畜産振興課長 おおいた冠地どりの今後の

展開をお答えします。 

 委員がおっしゃるとおり、全国で一番の徳島

県の阿波尾鶏は２００万羽以上生産しています。

私たちのおおいた冠地どりもこれに追いつくぐ

らいの生産、販売を行っていきたいと思ってい

ます。 

 我々としては、まず戦略の第一として、おお

いた冠地どりがいつでも食べられる専門店をつ

くって、開拓をして、特に大消費地等でのＰＲ

を行っていきたいと思います。今現在、大阪府、

兵庫県におおいた冠地どりを食べられる専門店

が７店舗ぐらいあります。これをどんどん広め

ていって、大消費地でのＰＲと消費拡大を図っ

ていきたいと思っています。 

 あともう一つは、県内のホテル、旅館で県外

から来ていただいたお客様に食べてもらうのが

重要だと思っているので、今まで以上に旅館、

ホテル等での販売を図って、ブランド化の推進

を図りたいと思っています。 

森委員 入札関係はよく分かりました。ありが

とうございます。 

 シャインマスカットの目標が４０ヘクタール

から４ヘクタール増えて、４４ヘクタールとい

うところで、おおいたブランド推進課と園芸振

興課の間で、例えば、おおいたブランド推進課

ではこうやっていきたいという目標がある中で、

それが園芸の現場でちゃんと追いついているの

かがちょっと疑問になったので、その辺の連携

について改めて教えてください。 

 そして、冠地どりについてです。２００万羽

を目指して、ぜひお願いしたいと思いますけれ

ども、今現在でもブロイラーから転換した方に

関しては、ブロイラーの生産とあまりやり方が

変わらないと聞いているので、飼養期間が長け

れば地鶏になるんですけど、そういった技術的

な部分、給餌技術の部分とか、経営の部分の指

導は今後も引き続きお願いしたいと思います。 

上田おおいたブランド推進課長 まず、シャイ

ンマスカットに関して、おおいたブランド推進

課、それから、園芸振興課との連携状況を含め

てお答えします。 

 現在、シャインマスカットは非常に輸出が好

調という中で、 長期の貯蔵にも取り組みながら、

加えて、 例えば台湾など、シャインマスカット

輸出に向けた、現場での栽培検証などにも取り

組む予定をしています。こういった取組に関し

ては、園芸振興課とも連携し、また、現場の普

及員とも連携した形で今行っています。 

 面積の拡大についてです。現在、輸出で販売

している量は、まだ香港を中心に始まって、そ

う多くはありません。これからの飛躍的な面積

拡大に、園芸振興課と十分連携をしながら輸出

の実績も踏まえ、相談をしながら進めていきた

いと考えています。 

玉田委員 私からは２点質問します。 

 予算概要３６ページの持続可能な豊かな有機

産地等活性化事業費、それから２点目は、予算

概要書１６１ページのしいたけ消費拡大対策事

業費、この２点です。 

 ２点ともさきほど部長の説明があり、１点目

の持続可能な豊かな有機産地等活性化事業費に

ついては、さきほど堤委員とのやり取りもあっ

たので、内容を掘り下げる形になるんですけれ

どもお伺いします。 

 まず１点目ですが、この事業費の前提にある

有機農業の有機産物は、有機ＪＡＳという前提
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でいいのかをまず確認したいと思います。 

 その上で、有機ＪＡＳの認定補助について再

確認になりますけれども、３００ヘクタールの

農地を今年度事業でどれぐらいまで引き上げる

予定なのか。あわせて、農家戸数９６戸をどの

くらいまで引き上げる予定なのか、これが２点

目になります。 

 そして３点目が、有機農産物の流通・販路拡

大で４５０万円が組まれています。今まで農家

のネットワークで、大手スーパーへの出荷に向

けて取組を進めていたんですけれども、参加す

る生産団体が少ないとか、今後の体制整備に課

題があるという話をやり取りした記憶がありま

す。その問題点をどう改善していくのか伺いま

す。 

 それから、しいたけの消費拡大についてです

が、これは毎年聞きますけど、消費拡大をどう

やって進めていくのか。 

 家庭消費量が２００８年８６グラムから２０

２０年４３グラムと半減していることは、前段

の予算を組む段階でいろいろ話を聞いてきまし

たけれども、生産者の平均年齢７３歳という中

で、乾しいたけの消費拡大、特に今回、需要の

拡大で４７３万３千円組まれていますけれども、

どのように消費拡大を図っていくのかについて

お伺いします。 

 以上、大きく２点です。 

吉止地域農業振興課長 それでは私から、持続

可能な豊かな有機産地等活性化事業についてお

答えします。 

 さきほども若干触れましたが、県内の有機生

産者は総じて少量多品目で規模が小さく、生産

も不安定であることに加え、安定的な出荷体制

が整っていないなど、販路開拓、拡大が難しい

という課題があります。本事業では、これらの

課題を解決するため、有機農業の生産力向上及

び販売拡大について支援し、県内の有機農業の

拡大を図るものです。 

 具体的には、生産力向上対策として、市町村

単位で有機農業者の組織化を進め、技術交流や

土壌診断に基づく堆肥投入による土づくりなど

を進めるほか、定植及び収穫機、作業効率化の

ための機械整備等の支援を行います。 

 流通販売対策では、県域出荷組織が県内大手

量販店での試験販売や東京での商談会に本年度

取り組んでおり、来年度からはこれらの取組を

具体的に進めるため、コンサルタントを活用し

て県域出荷組織体制を強化し、量販店向け一元

集荷や物流体制の整備等を進めます。 

 このような取組により、令和６年度に有機Ｊ

ＡＳ面積は６５ヘクタール増の３６５ヘクター

ル、販売額については８，４００万円増の３億

３，４００万円を目指します。 

高村林産振興室長 しいたけ消費拡大対策事業

についてお答えします。 

 本事業は、乾しいたけと原木生しいたけの消

費拡大を図ることで生産者の所得向上につなげ

ることを目的としていますが、中でも乾しいた

けについては、誕生から２年を経過した、うま

みだけを核として、次の３点の視点で新たな取

組を開始します。 

 一つ目は、販売店舗の拡大です。袋詰め業者

による食品展示商談会への参加機会を増やし、

商談が成立した際には販売促進イベント等の開

催に対して支援を継続します。 

 二つ目は、食べる機会の創出です。学校給食

へのレシピ提供やオンライン料理教室の開催に

加え、アフターコロナを見据え、旅館等でのオ

リジナルメニューの開発に対して支援を行いま

す。 

 三つ目は、乾しいたけの魅力の発信です。昨

年度好評だった有名料理人を活用し、ＰＲ動画

や広告パネル等の作成を実施します。 

 令和３年度、うまみだけの平均価格はキログ

ラム当たり約４，７００円で、全平均価格と比

較して６５０円ほど高く取引されています。今

後は新たな消費者層を獲得し、うまみだけ出荷

量を増大させることで、県内生産者の所得向上

を図りたいと思っています。 

 また、消費拡大の見通しということで、うま

みだけの販売店舗は、 オンライン販売も含めて、

ここ２年間で７６か所まで増加しました。令和

６年度までには２００店舗という目標を掲げ、

乾しいたけのブランド力の向上とあわせて図る
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ことで、家庭内消費量も増やしたいと考えてい 

ます。 

玉田委員 ありがとうございました。 

 有機農業の件ですけれども、有機ＪＡＳなの

かどうかが抜けていた気がするのでそれが一つ。

それから、農家戸数９６戸をどれくらい伸ばし

ていくのか、この２点について再度お願いした

いと思います。 

 それから、乾しいたけの件ですけれども、２

０２０年で４３グラムという家庭消費量を、う

まみだけを起爆剤に拡大していく方向ですが、

今、大体何グラムぐらいになっているのか。そ

れから、令和６年度に２００店舗という目標で

すけれども、この目標をクリアするときに大体

どれぐらいの量を目標としているのか、以上に

ついてお願いします。 

吉止地域農業振興課長 さきほどは失礼しまし

た。 

 有機農業については段階があります。有機は

裾野を広げて取り組むことは大切ですけれども、

最終的には有機ＪＡＳ認証面積を目標にしたい

と思っています。 

 それから農家戸数については、今、具体的な

目標はありません。 むしろ現状の農家の底上げ、

面積拡大を進めたいと考えています。 

高村林産振興室長 家庭内消費量ですが、委員

がおっしゃるとおり２０２０年は全国の１戸当

たり４３グラムです。これは年々減少傾向でし

たが、 ２０２１年については同じ４３グラムで、

下げ止まったのではないかと考えています。 

 また、令和６年度までに２００店舗を確保す

る計画を持っていますが、家庭内消費量が具体

的にどのぐらいの数字になるかは現在のところ

定めていません。ただ、最低でもこの取組によ

って、４３グラムが少しずつでも増えることを

考えています。 

玉田委員 ありがとうございました。 

 それでは有機農業の件ですけれども、さきほ

ど市町村での認定農家を増やしていくのは、Ｊ

ＡＳの認定農家を増やしていくということでい

いのかが一つ。 

 それからもう一つは、農家戸数は今のところ

数を出していないということですけれども、２

０１７年につくった有機農業推進計画では戸数

が入っていましたが、新しい計画の中にはうた

い込まないのかが２点目。 

 ３点目が、先般の一般質問の中で有機農産物

を学校給食に使うことに対して、あのとき部長

は市町村の動向を注視するというお答えでした

けれども、この件について今はどうお考えなの

か、以上３点をよろしくお願いします。 

吉止地域農業振興課長 お答えします。 

 農家数については、今、第３次大分県有機農

業推進計画を策定しており、その中において１

２０戸を目指すこととしています。 

 有機農業の販売促進という中に、ロットを増

やして県内外のいろんなところに出荷していく

こともあるんですけれども、もう一つの取組と

して、食育という観点で学校給食への供給も拡

大していく方向で考えています。 

羽野委員 私からは二つの事業について質問し

ます。 

 まず、予算概要の１４２ページ、田んぼダム

流域実証事業費について。 

 令和３年度に行った田んぼダムの実証につい

て、 実施場所と実証の結果がどうであったのか、

課題等があったのかについてお尋ねします。 

 それから、令和４年度の実施場所、実施内容

についてお知らせください。 

 二つ目が予算概要１７１ページ、早生樹等苗

木増産支援事業費について。 

 早生樹、コウヨウザンの苗木の増産体制に入

ろうという事業なんですが、そもそもコウヨウ

ザンの特性がどういう樹木なのか。それから、

今後、伐採にしても何十年か先の話になるんで

すが、需要があるのかどうか。その需要に見合

った供給体制がつくれるのかといった方向性に

ついて現在の認識を教えていただきたいと思い

ます。 

安東農村基盤整備課長 それでは、田んぼダム

についてお答えします。 

 本年度の実証試験ですけれども、令和２年７

月豪雨災害で大きな被害があった由布市、九重

町並びに県内有数の水田地帯である宇佐市の３
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か所で田んぼダムの効果検証を行いました。 

 実証の結果ですが、豪雨時における田んぼダ

ムの実証水田と通常の水田との田面の水位の変

化を比較すると、田んぼダムの実証水田の方が

田んぼに一時的に貯留を行いながら、時間をか

けて緩やかに排水路に流れ出ているのが確認で

きました。 

 これを踏まえ、田んぼダムからの排水量を計

算すると、 おおむね水量が半減している状況で、

田んぼダムによる貯留効果や洪水調節効果が確

認できたと考えています。 

 一方、課題については、大きく３点あると考

えています。まず１点目ですけれども、田んぼ

ダムの効果を今後実証するにあたって、やはり

詳細にデータを分析するにあたっては、流域単

位での一定規模以上の検証が必要と考えていま

す。また、水田の畦畔について、基盤整備から

長い年月がたち、 経年劣化等で脆弱化しており、

高さが低くなっていることから貯留機能の低下

が見られる田んぼもある状況です。さらに、排

水ますについても老朽化が進んでおり、地区ご

とでの排水ますの規格が異なっていることや一

部のますでは堰板を設置できない箇所もあると

いう課題が見つかっています。 

 続いて、令和４年度の取組については、こう

した令和３年度の実証結果や課題などを踏まえ、

水域ごとに設置している流域治水協議会におけ

る取組方針、いわゆる流域治水プロジェクトに

基づき、市町村ごとにモデル地区を設置し、流

域単位での実証試験を行いたいと考えています。 

 なお、地区の選定にあたっては、過去、下流

域での湛水被害や基盤整備の実施状況などを参

考としながら、地域ぐるみで農地、農業用施設

の保全管理に取り組んでいる多面的機能支払交

付金活動組織のエリアや土地改良区の受益等を

中心に推薦したいと考えています。 

 事業内容については、モデル地区において、

田んぼダム用の堰板設置による効果検証を継続

して行うとともに、洪水調節機能を十分発揮で

きる規格の田んぼダム用の排水ます、また継続

利用できる堰板の設置並びに貯留機能の強化に

向けた畦畔の補強についても支援を行っていき

たいと考えています。 

 こうした効果検証を踏まえ、田んぼダムの効

果を広く農家や地域住民に説明し、理解と協力

を得ながら、県内の取組拡大に向かって取り組

みたいと考えています。 

吉松森林整備室長 私からはコウヨウザンに関

する質問にお答えします。 

 コウヨウザンについてはヒノキ科の針葉樹で、

これまでに県の林業研究部や国の研究機関であ

る林木育種センターが調査研究に取り組んでい

ます。 

 大きな特性としては、次の３点があげられま

す。一つ目は、通常の杉より成長が早いことで

す。下刈り回数を減らせ、３０年程度で伐採が

できるため、保育経費の低減や短伐期での林業

経営が可能となります。 二つ目は、クヌギなど

と同じように、萌芽による更新が可能であるこ

とです。これにより再造林に係る苗木代や労力

も縮減できます。三つ目は、強度です。杉とヒ

ノキの中間程度であることから、建築用の製材

品、合板などへの利用が期待されています。ま

た、木質バイオマスエネルギーとしての利用も

可能となっています。 

 次に、今後の需要ですけれども、さきほどの

特性で述べたとおり、建築用材や木質バイオマ

ス用資材としての活用が期待されており、 現在

複数のバイオマス関連企業による植栽の計画も

進んでいます。 

 また、苗木の供給については、現在、県営の

採穂園を整備しており、来年度から民間にも苗

木生産を拡大することで、令和６年度には４万

本の生産を目指しています。 

 このような取組を計画的に進め、需要の確保

と供給体制の構築を加速させていきたいと考え

ています。 

羽野委員 田んぼダムは大体分かりました。 

 この実証を踏まえて、効果があると判断した

場合は、流域治水プロジェクトの中に反映され

ていくと認識してよろしいのかを再度伺います。 

 それから、コウヨウザンについて、中国、台

湾が原産地であるみたいですが、江戸時代より

前に日本に入ってきて、お寺とか神社に使われ
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ていたこともあるようです。それが現在、建築

材として使われていない、山を見ると杉、ヒノ

キが植わっている。これについては、国の主導

によって杉、ヒノキが植えられたのでそうなっ

たのか、あるいは樹種の特性上、杉、ヒノキに

比べると使われない要素があったのかどうか、

この辺が分かれば教えていただきたいと思いま

す。 

 というのが、これから需要を拡大していく際

に、建築材として相変わらず杉、ヒノキがずっ

と使われるようであれば、コウヨウザンの苗を

幾ら育てても、出口がなければあまり意味がな

いと思います。したがって、現在、国内には成

木したコウヨウザンもあるでしょうから、そう

いったコウヨウザンがどういう用途で出回って

いるのかと思っています。 

 それから、杉、ヒノキについても、苗木の育

て方と言うか、技術が日々研究されているのと

同様に、コウヨウザンについても優良苗木生産

手法の実証も予算に入っているみたいなので、

育成技術もこれからまた研究を進められていく

と思うので、今後の展望を再度お聞かせくださ

い。よろしくお願いします。 

安東農村基盤整備課長 流域プロジェクトの関

係ですけれども、令和３年に流域プロジェクト

については策定しており、その中に田んぼダム

については記載しています。 

 今後、国、市町村とも連携しながら、このプ

ロジェクトの推進に向けて、田んぼダムを含め

て流域治水対策をしっかり取り組みたいと考え

ています。 

吉松森林整備室長 コウヨウザンについてです

が、 江戸時代後期から日本に入ってきています。

委員がおっしゃったとおり、杉、ヒノキが日本

では盛んに植林がされており、それを利活用す

る文化が根付いていましたので、コウヨウザン

については植林が行われていませんでした。 

 今なぜコウヨウザンを推進しているかという

と、国の研究所で優良候補苗、いわゆる成長が

早い苗が５０種類ほど選抜をされています。県

としては、それを国の林木育種センターから譲

り受けて、育てて生産をしていくことで、民間

に今後下ろしてやっていこうと思っています。 

 それと、杉とヒノキについても、杉について

は、現在エリートツリーといって、３０年程度

で主伐ができる品種も開発されています。それ

も国の林木育種センターから県に譲り受けてお

り、今正に民間の生産者が苗木生産を行って、

山に徐々に植えている状況です。 

 今、資源の主伐が進んでいるので、３０年後

の将来資源を見たときに、主伐する山がなくな

らないように、 エリートツリー、それからコウ

ヨウザンなどの早生樹を推進していきたいと考

えています。 

羽野委員 田んぼダムは分かりました。よろし

くお願いします。 

 コウヨウザンについては、消費者からすれば

価格が最後の出口からすれば安い方がいいし、

生産者からすれば高い方がいいという需給調整

が一番大事だと思うので、樹種にはあまりこだ

わらなくて、最終的に利益がうまく出れば継続

的な林業の経営が回っていくと思うので、ここ

については国が重要な取組を担っていると思い

ます。県レベルで需要の部分までを展開してい

くのは厳しい部分があると思いますけれども、

伐採までの期間があるので、そのときに役に立

たなかったら植え損になるので、よろしくお願

いします。 

二ノ宮委員 質疑というより一般質問的になり

ますが、よろしくお願いいたします。 

 昨年３月に大分県農業非常事態宣言が出され、

同日、県農業戦略会議が設立されました。具体

的な行動指針として、園芸団地づくり計画の推

進、農協の営農指導の充実、生産拡大に応じた

集出荷施設の整備や販路開拓、地域で組織横断

型のプロジェクトチームを設置し、品目ごとの

生産目標を掲げて進捗状況を管理するとの四つ

のテーマが掲げられています。今年度どのよう

に事業化、予算化されているのか、それぞれの

テーマでの主な事業とその戦略をお聞かせくだ

さい。 

 さきほど部長から詳しい事業説明があったん

ですが、特に力を入れている事業についてお聞

きしたいと思っています。 
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 ２点目は、昨年３月の一般質問ではＪＡが先

頭に立って、やる気が重要との答弁でしたが、

ＪＡとの連携や支援について予算の中でどのよ

うに組み入れられているのかお聞きします。 

 ３番目は、農政にとって今年度は農村社会経

済の崩壊を防ぐ背水の陣的予算だと考えていま

す。 しかし、予算総額が約４億円と言いますか

僅か０．６％の伸びとなっていますが、農政事

業全体の取捨選択をした結果なのか、その内容

について教えてください。この件についても、

災害復旧が終わったからとの説明がありました

が、以上３点をよろしくお願いします。 

井迫農林水産企画課長 ３点御質問いただきま

したので、順にお答えします。 

 まず、農業非常事態宣言であげられた行動指

針の四つのテーマについて、今年度どのように

事業化、予算化されているのか、主な事業と戦

略についてです。 

 まず、委員のあげられた四つのテーマについ

ては、それらを含めて非常事態宣言において行

動指針として定義された各事項、戦略会議の作

業部会で具体策の検討を進め、昨年１０月の第

３回農業戦略会議本会議において行動宣言を取

りまとめました。 

 従って、来年度の事業予算については行動宣

言における項目を受けたものですけれども、そ

れらについて、委員のあげたテーマと関連の深

いものを順に御紹介させていただきます。 

 まず、園芸団地づくり計画の推進というテー

マについては、９３ページのおおいた園芸産地

づくり支援事業に概要を記載しています。 

 農協の営農指導の充実については、営農指導

体制強化事業、こちらは２６ページです。 

 生産拡大に応じた集出荷施設の整備や販路開

拓については、短期集中県域支援品目生産拡大

推進事業、こちらは９４ページ、また、短期集

中県域支援品目販売戦略推進事業、こちらは８

５ページです。 

 最後に、地域で組織横断型プロジェクトチー

ムを設置し、品目ごとの生産目標を掲げて進捗

状況を管理するというテーマについては、 再度、

９３ページのおおいた園芸産地づくり支援事業

があげられます。 

 また、これらに係る一貫した戦略としては、

第１に、ビジネスの主体である生産者と農業団

体が一体となって行う産地としての取組に対し、

行政が連携支援することです。第２に、生産基

盤、栽培技術、流通販売など、システム全体を

見渡して、 ボトルネックを解消していけるよう、

それぞれの分野の関係者が密に連携し、具体的

には作業部会やワーキンググループの形式で議

論し、調整しながら各事業を推進することを基

本としています。 

 続いて、ＪＡとの連携や支援に係る予算の組

み方についてお答えします。 

 今般の総合戦略会議では、これまで県、市町

村が掲げた目標が生産現場、つまりＪＡや生産

者ときちんと共有できていたかが議論の大きな

ポイントです。 

 この点を踏まえ、総合戦略会議ではまず、Ｊ

Ａ、生産者などが一丸となって目指す目標を定

め、県、行政はそれをしっかりと支え、時には

引っ張っていくことを基本として議論を進めま

した。 

 この考えをベースとして、ＪＡとの連携が含

まれる予算は多岐にわたるところです。 例えば、

９４ページの短期集中県域支援品目生産拡大推

進事業費では、現在、ＪＡを中心に４品目の生

産拡大目標と、その実現に向けた行動計画が作

成されています。県では、この計画の作成支援

はもとより、計画に基づく事業について補助率

をかさ上げして支援することで、生産者負担の

軽減を目指しています。 

 また現在、 ＪＡにおいては営農指導員の確保、

専任化を進めているものの、営農指導員の育成

は一朝一夕に進むものではありません。そのた

め、ＪＡでは技術力の高い生産者の協力を得な

がら営農指導を強化する取組を進めています。

こういった取組についても、２６ページに記載

している営農指導体制強化事業費で支援し、ま

た、組織としても新たに農業成長産業化推進室

を設置して、きめ細かに生産者、農協が一体と

なった目標の達成を目指していきたいと考えて

います。 
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 ３点目、今般の農林水産関係予算の全体の成

り立ちです。まず、総額としては委員の御指摘

のとおり４億円、０．６％の伸びですが、これ

は例えば、昨年度の漁業公社国東事業場、こち

らは約１０億円ですけれども、そういった大型

事業の事業費の減や野津のピーマン選果場の増

設支援、こちらは約６億円ですけれども、こち

らを２月補正予算に前倒し計上した上での数値

ですので、実際には県農業の再生に向けては、

かなり思い切った予算を計上していると考えて

います。 

 その上で、そうした事業の見直しの中で、新

しい内容としては、再度となりますけれども、

園芸関連では短期集中県域支援品目生産拡大推

進事業、それによる短期集中支援品目の生産拡

大、それから、同じく短期集中県域販売戦略推

進事業での販路の拡大、また、園芸産地農地確

保対策事業で生産拡大に必要な農地の確保を行

うなど、戦略会議の議論を踏まえた規模拡大の

ボトルネック解消に向けた総合的な取組を進め

ることとしています。 

二ノ宮委員 ありがとうございます。 

 今回、予算のポイントの先頭に、今言われた

農業戦略会議の方向性を踏まえた農業の成長産

業化が掲げられているし、特に、新規事業が全

部で八つも出ています。そういうことで、大変

やる気になっていると高く評価をしたいと思っ

ています。 

 さきほどから何度も言われているように、農

林水産部はもちろんですけど、ＪＡや生産者と

の連携を深めて、大分県農業の再生に頑張って

いただきたいと思っています。 

 そこで、１点だけ部長にお聞きしたいと思い

ます。 

 今回の非常事態宣言は、県の農業算出額が２

０１７年から３年連続マイナスになったことも

大きな要因の一つだと聞いています。２０２０

年については園芸品目の拡大などから１．１％

の増加に転じましたが、九州では最下位になっ

ています。 

 今回の予算も、ねぎやトマトなどの生産規模

拡大による算出額の増加を図ろうとしており、

もちろん算出額を増加させ、最下位脱出ができ

れば良しとしたいと思っています。しかしなが

ら、私は今農政の中で一番重要なことは、農村

社会、それから、経済の崩壊を防ぐことだと思

っています。この非常事態宣言の真の狙いもこ

こにあると私は思っています。そのために、例

えば農産物の直売所や農業高校での農業後継者

の育成など、農政全般のトータル的な取組が求

められると考えています。 

 そこで、部長としてこのような考えについて

どう思っているかと、令和４年度予算の中でど

のように工夫されているかについてお聞かせく

ださい。 

佐藤農林水産部長 ありがとうございます。 

 今回、非常事態宣言を出して、１年間、農業

団体等と戦略会議の中でいろいろと議論しまし

た。今までも構造改革ということで取り組んで

きてはいました。結果として、例えば、３千万

円を超える農家数は１０年前に比べると増えて

きています。また、３年連続で算出額が減にな

りましたけれども、今回、一応プラスになった

ということです。 

 やっぱり大事なことは、各々の産地が継続し

てもうか る。 後継者を育成して、持続的に経営

を続けていくことだと思います。そして、持続

的であるとともに拡大していくと、そういった

産地を各市町村、各地域に多くつくっていくこ

とが私どもに課せられた責務と思っています。

そういった中で、委員御指摘のとおり、農地を

守ることも非常に大事なことです。 

 そういう意味では、集落営農法人の取り組ん

でいる各地域の農業活動についても、いかにし

て園芸なりで高収益作物に転換できて持続的に

守れる農地が増えていくかが大事になってくる

と思うので、まずは、いかにもうかるかをきち

んとやっていくことだと思います。その上で、

集落営農法人において、直売所に持っていって

糧を得る、 そのようなところも大事にしながら、

全体的な農業振興をやっていきたいと思います。 

二ノ宮委員 ありがとうございます。 

 農業農村と言いますか、取り巻く情勢は大変

厳しいと思っています。高齢化、人口減少、そ
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して、気候変動や大災害、コロナも影響してい

るんですけど、そういう厳しい状況の中で、今

までのやり方ではにっちもさっちもいかなくな

ると考えています。そういうことで、ぜひ今回

のやる気予算を農林水産部一丸となって取り組

むことによって、新しい大分県農政が開けるん

ではないかと期待しています。どうかよろしく

お願いします。 

鴛海委員 それでは、予算概要の１３４ページ

から１３５ページにかけて、水田畑地化推進基

盤整備事業費で県下で８地区、それから経営体

育成基盤整備事業費で県下で３４地区を整備し

ようとしています。私の地元である豊後高田市

は広い干拓地を活用して、白ねぎ栽培の西日本

で有数の産地になっています。そのため、白ね

ぎ栽培を基本に質疑をしたいと思うので、よろ

しくお願いします。 

 御承知のように、白ねぎを栽培する場合は畝

は高くして土を寄せて、白ねぎの白い部分を長

くするようにしますけれども、この場合、やっ

ぱり適しているのが砂です。砂が少ないと良質

のねぎは育たないわけですが、この整備事業の

中で、白ねぎの場合、いわゆる表土、客土は何

センチぐらいを想定されているのか、また、ほ

かの作物はどのようになっているのかを伺いま

す。よろしくお願いします。 

安東農村基盤整備課長 白ねぎに対する水田畑

地化の取組についてお答えします。 

 白ねぎの産地拡大に向け、水田畑地化の基盤

整備においては排水対策とともに、定植後の土

寄せ作業により、ねぎの白い部分を３０センチ

以上確保できるよう、表土層を４０センチ以上

として整備することとしており、現存する土で

不足する分については客土を実施することとし

ています。 

 客土を施行するにあたり、土質は礫等が少な

く水はけのよい砂質土を使用することとしてお

り、あわせて、水田の表土下にある硬盤を破砕

することによって排水性の高い圃場づくりを行

うこととしています。 

 また、安定した客土の確保に向け、土木建築

部などとも連携を図りながら、港湾などの公共

事業により発生した浚渫土の利活用を行うとと

もに、畑地での使用が可能な土砂等を販売して

いる業者からの購入についても、調整を図りな

がら進めていきたいと考えています。 

 今後とも、ねぎ１００億円プロジェクトの加

速化とともに、規模拡大の意向のある担い手の

ニーズに対して、迅速かつ適切に対応できるよ

う畑地化に向けた客土などの基盤整備を着実に

進めていきます。 

鴛海委員 ありがとうございました。 

 その際、水田から畑にする場合と畑から畑に

する場合で、地元の農家は違うんではないかと

言われているんですよね。ですから、水田から

畑にする場合と、畑から畑にする場合の客土を

どのように考えているのか。課長の考え方はど

うでしょうか。 

安東農村基盤整備課長 水田の畑地化と畑地整

備との違いについてお答えします。 

 水田の畑地化の基盤整備を実施するにあたり、

導入する園芸品目に応じた排水対策が何よりも

必要であると考えており、基本的には農地整備

を行う受益地においては、フォアスなどの暗渠

排水を実施したいと考えています。 

 また、畑地かんがい施設を活用した用水供給

ができるよう、用水路のパイプライン化や、品

目に応じた表土層を確保するための客土、さら

には除礫とともに、土壌調査等をしっかり行っ

た上で堆肥などを投入して、土壌改良もやって

もらいたいと今考えているところです。 

 一方、畑地の整備については、担い手への農

地集積、集約化による圃場の区画拡大や用排水

路の整備などを主体に実施するとともに、必要

に応じて、天地返しなどによる土層改良工事も

行いたいと考えています。 

 このほか、農作業機械の大型化や効率的な集

出荷に向けた農道の拡幅、適時適量の用水供給

に向けたスプリンクラーなどの畑地かんがい施

設の整備など、担い手農家からのニーズに対し

てきめ細やかな基盤整備を実施することによっ

て大規模園芸産地づくりを進めたいと考えてい

ます。 

鴛海委員 ありがとうございます。よろしくお
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願いします。 

 客土が必要な場合、土木建築部の予算を見せ

てもらいましたけど、河川改修とか河川掘削、

それから港湾の掘削がたくさん計上されている

ようです。横の連絡を取って、砂が無駄になら

んように、有効活用できるように、そして、農

家の皆さんが喜んで耕作できるような圃場を整

備していただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

井上（明）委員 私からは予算概要の１５１ペ

ージ、森林資源デジタル情報活用支援事業費に

ついてお尋ねします。 

 この森林資源情報の取得とか活用のための予

算が１億円と７，５００万円で組まれているわ

けですが、現在の大分県の森林簿が不正確な部

分が多いということで、この事業によって森林

資源情報が正確に把握されることを非常に期待

するのですが、こういう事業を進めていって、

大分県の森林簿が正確なものになるのは大体い

つ頃を予定されているのでしょうか。 

 それから１５１ページ、事業概要の上から４

番目の二重マル市町村業務支援、予算額が１，

５２２万９千円ですが、この財源と事業の内容

をお尋ねします。 

 以上、担当課長にお尋ねしますが、ちょっと

通告外ですが、今後の長期的な林業政策につい

て、中野審議監にお尋ねします。 

 大分県の素材生産量は、一昔前は６０万立方

メートル程度だったんですけど、その後、増え

てきて、平成２６年に１００万立方メートルを

超えて、現在は１６０万立方メートルに迫って

います。戦後に植林された人工林を育てる時代

から、いよいよ本格的な伐採時期を迎える大分

県の林業の今後のあるべき姿について、林業政

策を統括する立場から、また、これまで林業行

政に関わってきた思いを込めて、中野審議監に

お願いします。 

吉川林務管理課長 私からは予算の概要につい

てお尋ねがあった件についてお答えします。 

 まず１点目、森林簿の情報についてですけれ

ども、これまでは国土調査を基にして、所有者

や所有者の境界を確定してその場所について航

空写真を人の目で見ながら、杉やヒノキの樹種

の区分を判読することで情報を修正していたた

め、物理的に全ての森林を修正することは難し

い状況でした。 

 今後は、ＡＩ―人工知能を活用して、まず、

５年間で県内の森林の樹種区分をやっていこう

と考えています。あわせて、現在、市町村が持

っている登記の情報、それから、林業の事業体

が持っている施業の履歴情報についても反映し

て、少なくとも関係者間の情報にそごがないよ

うな状況にしていきたいと考えています。 

 それから２点目、市町村業務支援についてで

すけれども、財源は県の森林環境譲与税を活用

しています。 

 事業内容についてですけれども、まず背景と

して、今後市町村に配分される譲与税が令和３

年度の７億６，６００万円から、令和６年度に

は１２億１，５００万円と、６割増える見込み

になっています。このような中で、県土の７割

が森林で、かつ林業が基盤産業の一つである我

が県においては譲与税を積極的に活用して、森

林の公益的機能の発揮、それから、林業の成長

産業化を実現することが重要だと考えています。 

 一方で、市町村を見ると、林業専門職の方が

あまりおらず、人手も限られているので、譲与

税の十分な活用に苦労している市町村も少なく

ない状況です。このため、今後はこれまでより

もきめ細かい支援を行えるように、市町村を支

援するセンターを設置する計画としています。 

 具体的には、新たな施策の企画、技術的な助

言、また、一番重要なのは市町村間の取組の情

報の共有、それから、受け皿となる事業体との

連携について、個別にワンストップで対応する

ことを考えています。これまで以上に市町村、

県、関連団体とセンターが連携して、譲与税が

有効に活用されるように努めたいと考えていま

す。 

中野審議監兼森林保全課長 長期的な林業施策

について御質問いただきました。 

 本県の森林資源は、戦後の復興造林、その後

の高度成長期等の旺盛な木材需要に応えるため

進められた角材造林、そしてまた、平成３年の
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風倒木災害等、たび重なる災害を乗り越え、先

人のたゆまぬ努力が注ぎ込まれたことでつくら

れ、守られてきました。そして現在、この豊富

な森林資源を活用して、全国でも有数の林業県

として誇ることができています。 

 まず、産業振興の観点から述べさせていただ

くと、本県の成長した人工林は、全国に先駆け

伐採時期を迎えています。長い経営期間を持つ

林業を持続可能な産業とするためには、林業の

成長産業化を実現することが重要です。このた

め、県では令和６年の素材生産目標を１６０万

立方メートルと定め、年間成長量に見合う規模

まで木材生産力を底上げして、非住宅建築物な

ど、新たな木材需要の拡大を両輪として取り組

みを進めてきました。その結果、近年の素材生

産量は右肩上がりで増加しており、令和３年に

は過去最高を記録する勢いで現場は動いていま

す。 

 ここで重要なことは、持続可能な循環型林業

を確立することだと思っています。そのために

も路網の整備、高性能林業機械の導入などをさ

らに加速し、生産性を向上させ、若者にとって

魅力ある産業へと転換します。 

 また、人工林の伐採が進む今こそ再造林を徹

底しなければなりません。造林分野においても

機械化を推進し、エリートツリー等の早生樹の

導入を進め、樹齢の偏りによる今後訪れる資源

の不足を克服していきます。 

 あわせて、増加する大径材の利活用を進める

ため、加工機械の導入や乾燥技術の確立にも取

り組みます。 

 もう一つの観点が森林行政だと思います。森

林は、 言うまでもなく国土保全や水源涵養など、

多面的機能を有しています。その機能を十分発

揮させることが何よりも重要です。まずは令和

元年からスタートした森林環境税を財源として、

管理放棄された人工林の整備を行えるよう、県

も連携して市町村の体制強化を図ります。 また、

近年多発する豪雨災害に対応するため治山事業

を計画的に実施するとともに、河川沿いの立木

伐採や広葉樹林化を進め、災害に強い森林づく

りを推進します。 

 林業という産業振興政策も、そしてまた、森

林保全という環境保全政策も、最終的な目的は

健全な森林を通じた公益的機能を高度に発揮さ

せることであると思っています。今後も時代に

応じ、両施策のバランスを取りながら、健全な

森づくりを推進します。 

 私ごとですが、通算３８年の県職員生活を林

業職員として過ごさせていただきました。林業

政策も時代に応じて大きく変化しました。 ただ、

現場は県職員の掛け声だけでは動きません。森

林、林業、木材産業で働く方との信頼関係を築

き、共に歩みを進めることが重要です。私もこ

れまで県議会の皆様をはじめ、多くの人のお力

添えをいただきながら、 本県の森林・林業施策

を進めることができました。まだまだやり残し

た課題は多くありますが、 森林・林業行政を後

退させることなく、山に植えられた樹木が未来

に向かって成長していくように、私も後輩職員

にきちんとバトンをつなげてまいりたいと思っ

ています。 

井上（明）委員 中野審議監、大変ありがとう

ございました。今後もこれまでの経験を生かし

て、大いに御活躍されることを期待します。 

 それから森林資源情報ですが、森林簿は今お

話があったように、国土調査を基にやっていた

ということで、昭和の時代から始まったのに、

平成３年４月１日時点で大分県はまだ６３．

５％しか進んでおらず、本当にいつになるか分

からないという感じです。ただいま御答弁いた

だいたＡＩを使って、それから登記情報や施業

履歴とあわせて、 ５年間でつくるということで、

本当にきっちりしたものができることを期待し

ています。 

 それから、市町村業務支援ですけど、確かに

森林環境譲与税をうまく使えない市町村が結構

あり、これがまたいたずらに基金が増えると、

森林環境譲与税の根幹に関わってくると思いま

す。そのため、この目的は大変いいと思うんで

すが、業務支援のための森林環境譲与税活用支

援センターをつくると伺っていますが、そのセ

ンターのセンター長を森林ネットおおいたの理

事長が兼任して、その後に統括推進監１人と推
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進監２人を置くとのことで、この１，５００万

円が３人の人件費ではないかと思うんですが、

これで市町村に使い道を指導することがきちっ

とできるのか、どのような人がこのセンターに

入るのか、お尋ねします。 

 それからまた、市町村の指導といっても５年

も１０年もするわけではないと思うので、大体

この活用支援センターの設置がどのぐらいの期

間になるのかお尋ねします。 

吉川林務管理課長 まず、センターの人につい

てですが、まず、一番大事なのは、森林、林業

の知識があって、指導ができるところですけれ

ども、森林ネットおおいたについては県営林の

管理、みどりの基金事業など、いろいろな森林

林業の技術を持った方がいるので、そういった

方に期待したいと思います。 

 それから、市町村の職員も我々もそうなんで

すけれども、 課題を自分でいかに見つけて、そ

れを解決しようとするかが一番大事だと思って

います。ですので、まずはそういう方に入って

いただいて、やる気のある市町村については当

然後押しする、なかなか難しい市町村について

は引っ張り上げるような方を期待したいと思っ

ています。 

 それから、センターの設置の年限についてで

すけれども、今時点で何年までとは考えていま

せんけれども、令和６年度が譲与税が一度打ち

止めと言うか、そこまで上昇して、その後は横

ばいになるので、そのときになって、またその

必要性を議論する必要があるのかなと考えてい

ます。 

井上（明）委員 期間は本格導入される令和６

年度ぐらいがめどだろうと思います。 

 これをちょっと見ると、森林環境譲与税が天

下り先の人件費に使われているのではないかと

心配をしたんですが、そういうこともないよう

なので、今後、活用支援センターがしっかりと

機能することを祈っています。 

木付委員長 以上で事前通告者の質疑を終了し 

ました。 

 ほかに質疑のある方は挙手をお願いします。 

猿渡委員 大変お疲れ様です。 

 まず１８４ページ、鳥獣被害総合対策事業費

です。 

 これは皆さんの努力が功を奏し、２０２０年

度は４４１人が狩猟免許を新規に取得したり、

ＩＣＴを活用したわなの導入などで被害額が減

ってきています。被害額は２年連続で過去最少

を更新したと報道されていますが、捕獲報償金

の活用状況はどうでしょうか。 

 ２点目は、１２３ページにあたるかと思いま

すが、棚田地域保全対策事業費の関係です。 

 ポスト棚田百選ということで、農林水産省が

優良な棚田を認定する、つなぐ棚田遺産が選定

され、大分県からは１０地区、そのうち別府市

内から５地区、内成、東山、大所、堂面、天間

の棚田が選定をされました。貴重な棚田を保全

することは非常に苦労が多くて、なかなか難し

い状況があると思います。 

 そういう中で、全国棚田サミットという取組

があって、全国各地の棚田で開催されています

が、その全国棚田サミットを大分県で誘致をし

て、先進地の取組に学ぶべきではないかと思い

ます。棚田保全の取組をいろいろな御苦労をさ

れながら、全国各地の皆さんがやっている、そ

れに学ぶべきではないかと思います。 

 今、観光やレジャーの面でもアウトドアが注

目されており、大分県としてもアウトドアの観

光等にガイドなども取り組みながら進めていこ

うとしています。その中で、棚田は多面的機能

を有しているから、それをレジャーや観光、あ

るいは子どもたちの教育に取り入れることは非

常に有意義だと思うんです。いろんな農村文化

だとか、歴史だとか、環境の問題とかを学ぶこ

ともできるし、そういう意味でも棚田サミット

は有効かと思いますが、どうでしょうか。 

河野森との共生推進室長 それでは、私から鳥

獣被害総合対策事業についてまずお答えします。 

 本県では、防護柵や電気柵等の設置による予

防対策、ＩＣＴわなや捕獲報償金を活用した捕

獲対策、 狩猟者の確保対策、それから、ジビエ

等の獣肉利用対策、この四つを柱に総合的に取

り組み、野生鳥獣による農林作物被害の軽減に

取り組んでいます。 
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 委員からもあったように、令和２年度におい

ては１億６，５００万円の農林作物被害で、一

番多かった平成８年には５億９千万円の被害が

ありましたが、毎年、大きく減少させることが

できています。中でも捕獲報償金については、

鹿については、ジビエ利用の拡大を進めるもの

は１頭当たり１万３千円とか、イノシシについ

ては、うり坊等の幼獣等も捕獲報償金の対象と

することで他県よりも手厚い支援を行いながら、

この農林作物被害に取り組む狩猟者の意欲喚起、

そして、農林作物の被害防止に取り組んでいま

す。 

 活用状況においては、今年度の予算でも昨年

度と同額の３億３００万円を提案し、これは国

庫補助金や森林環境譲与税、一般財源などの予

算を積極的に活用して、捕獲報償金は充実した

予算措置がされています。 

黒垣農村整備計画課長 棚田の保全についてお

答えします。 

 県としても、 今回のつなぐ棚田の選定を機に、

棚田の保全活動が県民へ広く周知され、その活

動に多様な人が参加することを期待しています。 

 御質問の全国棚田サミットについては、全国

棚田連絡協議会が主催しており、協議会の会則

において、会員は市町村及びその他の団体、個

人と定められています。サミットはその会員で

ある全国各地の市町村で現在実施されています。

現時点では大分県内の市町村は全国棚田連絡協

議会の会員にはなっていません。よって、全国

棚田サミットの県内誘致が早急に実現できる状

況ではありません。 

 やはり誘致を行うには、地元の機運の高まり

や市町村の熱意が必要と考えています。このた

め、地域の活動組織や市町村に対して、令和４

年度に滋賀県で開催される全国棚田サミットへ

の参加を促し、先進地の取組を学んでいただく

とともに、機運の醸成に努めたいと思います。 

猿渡委員 最初の鳥獣被害の問題ですけれども、

予算を使い切ってしまうところまではいってい

ないですかね。例えば、豊後高田市とかは報償

金を増額して、足りなくなったら補正も組むと

いうんですよね。トップクラスであるイノシシ

１万円、鹿１万２千円の報償金を出して、被害

額も大きく減ってきているけれども、不足する

ような場合には補正も組んでやることも必要で

はないかと思って質問したんですが、その辺り

はどうなのか。 

 それと、２点目の棚田の問題については、私

は市議会でもかなり前から棚田保全は大事では

ないかと、一旦作れなくなったら荒れていって

後が大変だと、なかなか復活できないんだとず

っと言ってきたわけですね。市からは、これは

市だけではできませんと、県が音頭取ってやっ

てもらわないと受入れが大変ですと言うんです。 

 ですから、やはり市町村と連携を取りながら、

県が音頭を取ってやっていかないとできないと

思います。県下各地に棚田があるので、市町村

と連携を取って取り組むことが必要ではないか

と考えますがいかがでしょうか。 

河野森との共生推進室長 さきほどの捕獲実績

についての補正の関係でお答えします。 

 本事業は、鳥獣被害総合対策事業ということ

で、電気柵の設置とか捕獲報償金を総合的に運

用しております。昨年度においても、野生鳥獣

の捕獲実績はすごく取れた年であったので、補

正をかけて捕獲報償金については満額支払をし

ました。運用の中で、総合的な対策の中で適切

な対策を打っていきたいと思っております。 

黒垣農村整備計画課長 さきほども申しました

けれども、今回の選定を契機に、県としても機

運をぜひ高めたいと思っています。今おっしゃ

った１２３ページの事業においても、各地域の

リーダーを育てるための研修等への参加等の費

用も考えているので、こういう費用を使いなが

ら、市町村とも連携して一緒になって棚田の保

全についての活動をやっていきたいと思います。 

猿渡委員 ありがとうございます。よろしくお

願いします。 

 内成の棚田については、私が平成１８年に質

問したときに、航空写真を数えて１，３００枚

以上あるという答弁でこの数字が分かったんで

すけど、今は多分千枚を切っているんではない

かなと私は思っていて、強い気持ちを持って取

組を進めていただきたいなと思います。 
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太田委員 予算ではないんですが、先月大分市

吉野地区で林業の作業死亡事故が起きているん

ですが、県としてどう指導体制をつくっている

のか教えてください。 

それから、１７９ページに花粉の少ない苗木再

造林推進事業費とあります。最近、花粉症の方

が非常に多くて、我々観光地としては、花粉の

不安がなく安心して行けるという意味では、非

常に大きな取組だと思うんですが、これからの

推進状況もあわせてお聞きしたいと思います。 

吉川林務管理課長 １点目の災害の関係です。 

 県としては、労働安全に関して、各振興局あ

るいは大分県の森林組合連合会の力を借りなが

ら、年に１回ぐらいは必ず社長とか作業者に安

全研修という形で行っています。 

 あわせて、こういった事故が起きた際には、

再度こういった事故があったので気を付けてく

ださいと通知文を出す。あとは県の各振興局に

おいてパトロールをするという取組をしていま

す。 

 なかなかこれといった特効薬はありませんけ

れども、 そういった地道な取組を進めていって、

安全意識の向上に努めていきたいと考えていま

す。 

吉松森林整備室長 私からは花粉の少ない苗木

についてお答えします。 

 現在、杉苗木の約７割ほどは、県が推奨して

いる花粉の少ない苗木が使われています。加え

て、エリートツリー等を今県が推奨しており、

それについては花粉が少ないものを選抜した品

種の選定となっているので、今後はさらに花粉

の少ない品種の割合が高まると思います。 

太田委員 特に、伐採の風倒木処理等の際の跳

ね返りなど、予想外のことで事故に巻き込まれ

ることがあるようです。この亡くなった方は２

５歳ぐらいで子どもができたばかりの家庭で、

親御さんがひどく悲しんだという事故だったら

しいので、その辺あたりは徹底して指導してい

ただきたいと思います。 

木付委員長 ほかに御質疑等はありませんか。 

  〔「なし」と言う者あり〕 

木付委員長 ほかに質疑もないので、これをも

って、農林水産部関係予算に対する質疑を終わ

ります。 

 以上で、本日の審査日程は終わりました。 

 次会は、明１８日午前１０時から本会議場で

開きます。 

 これをもって、本日の委員会を終わります。 

お疲れ様でした。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


